
平成２６年度第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」次第 

 

平成２６年６月２５日（水）午後６時～ 

足立区役所中央館８階 特別会議室 

 

 

 

１．子ども支援専門部会長挨拶 

 

２．議事 

 

【審議・調査事項】 

 

１．子ども・子育て支援新制度施行に伴い区が策定すべき基準について 

＜子ども家庭課、子ども・子育て支援課、子ども・子育て施設課、住区推進課＞資料１別紙資料 

 

【報告事項】 

 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２６年度 第２回足立区地域保健福祉推進協議会  

「子ども支援専門部会」     平成２６年６月２５日 

件  名  子ども・子育て支援新制度施行に伴い区が策定すべき基準について 

所 管 部 課  
子ども家庭部子ども家庭課 子ども･子育て支援課 子ども･子育て施設課 

地域のちから推進部住区推進課 

内   容 

【本日の会議の要旨】 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基準策定の背景 

子ども・子育て支援新制度における教育・保育は、下表に掲げた施設(※1)や事業(※2)

に分類されます。 

この施設や事業の設備及び運営の基準を、国が定める基準を踏まえ、区が条例で定める

こととされています。この基準は、利用する子どもの身体的及び社会的な発達のために定

めるもので、施設・事業者が守るべき規程になります。基準の求める要件を満たし、新制

度上の対象施設・事業者となるためには、『認可』と『確認』の手順を経る必要がありま

す。 

 

区分 定員 対象児童 施設・事業名 

教育･保育 

施設(※1) 

20人 

以上 
0～5歳 

・認定こども園 

・認可保育所 

・幼稚園（定員の下限設定なし） 

地域型 

保育事業 

(※2) 

19人 

以下 
0～2歳 

・家庭的保育事業(例：保育ママ) 

・小規模保育事業(例：小規模保育室) 

・居宅訪問型保育事業(例：ベビーシッター) 

・事業所内保育事業(定員の上限設定なし。

例：病院内保育所) 

２ 認可と確認について 

（１）認可と確認の関係 

    幼稚園・認可保育所等の事業者が保育事業を行うにあたっては、はじめに、認可

の権限のある者(認可権者)による『認可』を受ける必要があり、また、認可を受

けた施設･事業者が新制度における財政支援を受けるためには、確認の権限のある

者(確認権者)から『確認』を受けなければなりません。 

 

 

資料１ 

子ども・子育て支援新制度のサービス提供主体となるためには、『認可』と

『確認』を受ける必要があります。 

区が『認可』及び『確認』を行うにあたり策定すべき基準は、次の２つです。 

 ①家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

 ②特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

また、これら『認可』及び『確認』に関する上記２つの基準とは別に、児童福

祉法の改正により、｢③放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準｣

を、条例で定めることとされています。 

本日は、これら３つの基準の内容について、検討していただきます。 



（２）認可権者と確認権者 

施設・事業 認可権者 確認権者 

教育･保育施設(※1) 都道府県･政令市･中核市 区 

地域型保育事業(※2) 区 区 

 
 
 
 
 
 
 
 

（３）認可と確認の手続きの流れ 

 施設・事業者  認可権者又は確認権者 

①認可申請 → 
 

②認可基準等による審査 

 ・資格要件、欠格要件等の審査 

 ・需給状況の確認 
認

可 

④結果通知の受理 ← ③結果通知の発送 

⑤確認申請 → ⑥申請内容の審査 
・上記の認可を受けている施設･事業

者であるか 

・確認基準の内容を満たしているか 

⑧結果通知の受理 ← ⑦結果通知の発送 

確

認 

⑨事業開始  ⑩給付費(委託費)の支給 

 

３ 区が策定すべき基準のポイント 

  平成26年4月30日に公布された府省令で示された『従うべき基準(※１)』と『参

酌すべき基準(※２)』の内容に基づき、下記のとおり、区としての基準を条例で定め

ます。 

① 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(別紙資料１) 

    家庭的保育事業等に従事する者の資格とその数など、ほぼ国基準どおりの内容と

しますが、一部の内容について区独自の基準とします。 

② 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(別紙資料２) 

全ての規定事項について、国基準どおりとします。 

③ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(別紙資料３) 

    学童保育室事業に従事する者の資格とその数など、ほぼ国基準どおりの内容とし

ますが、一部の内容について区独自の基準とします。 

 

※１ 従うべき基準：必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範

囲内で地域の実情に応じた内容を定めることは許容されるも

のの、異なる内容を定めることは許されない基準です。 

※２ 参酌すべき基準：条例制定にあたり、十分に参照したうえで判断しなければな

らない基準です。ただし、十分参照した結果としてであれ

ば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容さ

れます。 

 

 

家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準 

特定教育･保育施設及び

特定地域型保育事業の

運営に関する基準 
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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について 

1 基準制定の趣旨 

新制度において、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の４類型について、区の認可事業として位置づ

けられました。これに伴い、４類型の事業の設備及び運営に関する基準について、国が定める基準を踏まえ、区が条例で定めるものです。 

２ 家庭的保育事業等の概要 

類型 内容 

家庭的保育事業 
家庭的な雰囲気の中で、少人数で保育を実施する事業です。保育者の居宅やその他の場所で保育を行います。 
例） 家庭福祉員（保育ママ） 

小規模保育事業 

比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気の中で保育を実施する事業です。保育を目的とした様々なスペー
スで行います。規模に応じて、以下の３つの類型が想定されています。 
 ・Ａ型：保育所分園に近い類型 
 ・Ｂ型：保育所分園と家庭的保育の中間的な類型 
 ・Ｃ型：家庭的保育に近い類型 
   例） 小規模保育室 

居宅訪問型保育事業 
保育を必要とする子どもの居宅で、１対１を基本として保育を実施する事業です。主に、特別なケアが必要な子ども
の保育や、保護者の夜間勤務等に対応します。 
   例） いわゆるベビーシッター 

事業所内保育事業 
企業が主として従業員への仕事と子育ての両立支援策として保育を実施する事業です。従業員の子どもだけでな
く、地域において保育を必要とする子どもに対しても保育を実施します。 
   例） 病院内保育所 

 

 

 

 

 

 

 

３ 基準策定にあたっての区の全般的な考え方 

国の示した基準は、各規定事項の最低基準を定めたものであるため、国基準に準じた規定とすることを基本としつつ、現行の各事業の保育の質の

維持又は向上の観点により、「国基準と同水準」又は「国基準より高める基準」とするかを判断して、区基準を定めることとします。 

別紙資料１ 



2 

 

４ 主な規定事項  

①保育室・屋外遊戯場 【国基準と同じ】                   ※ 国基準⇒『従』：従うべき基準 『参』：参酌すべき基準 

項目 国基準（保育室等） ※参 国基準（屋外遊戯場） ※参 国基準（耐火基準） ※参 区基準 

家庭的保育 

【22条】 
保育を行う専用の部屋 
※面積9.9㎡以上 
(1人につき3.3㎡以上) 

【22条】 
同一敷地内に遊戯等に適した広
さの庭(付近の代替地も可) 
※満2歳以上の幼児1人につき、
3.3㎡以上 

【22条】 
･火災報知機及び消火器設置 
・消火訓練、避難訓練の定期的な実
施 

国基準と同じ 

小規模Ａ型 

小規模Ｂ型 

小規模Ｃ型 

【28・32・33条】 
満2歳未満 
・乳児室 
・ほふく室 
満2歳以上 
・保育室 
・遊戯室 

【28・32・33条】 
屋外遊戯場(付近の代替地も可) 
※満2歳以上の幼児1人につき、
3.3㎡以上 

【28・32・33条】 
保育室等を 2階以上に設ける場合、
建築基準法に規定する耐火建築物
又は準耐火建築物であること 国基準と同じ 

居宅訪問型 
【38条】 
事業の運営を行うために必要な広
さを有する専用の区画 

  
国基準と同じ 

事業所内 

（20人以上） 

【43条】 
満2歳未満 
・乳児室（１人につき、1.65㎡以上) 
・ほふく室(１人につき、3.3㎡以上) 
満2歳以上 
・保育室 
・遊戯室 

【43条】 
満2歳以上を入所させる場合、屋
外遊戯場(付近の代替地も可) 
※満2歳以上の幼児1人につき、
3.3㎡以上 

国基準と同じ 

事業所内 

（19人以下） 

【48条】 
小規模Ａ型～Ｃ型と同じ 

【48条】 
小規模Ａ型～Ｃ型と同じ 

【43条】 
保育室等を 2階以上に設ける場合
は、建築基準法に規定する耐火建築
物又は準耐火建築物であること 

国基準と同じ 

 

 〈区としての考え方〉 

当該基準は最低基準を定めたものであって、異なる内容を規定する理由はないため、国基準どおりとします。 

なお、現行の認証保育所Ｂ型の施設基準は、「0・1歳児の乳児室又はほふく室の面積基準、1人につき2.5㎡以上」となっています。しかしながら、

認証保育所Ｂ型が新制度の小規模保育事業となる場合の基準は、保育の質を向上させる目的からも、国基準に合わせて「1人につき3.3㎡以上」と

します。 

1人につき、 
3.3㎡以上 

1人につき、 
1.98㎡以上 

1人につき、 
1.98㎡以上 

認証保育所Ｂ型の 

現行の施設基準は2.5㎡以上 
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②連携施設 【国基準のとおり】 

項目 国基準（職員配置人数） ※従 国基準（経過措置） ※従 区基準 

家庭的保育 国基準と同じ 

小規模Ａ～Ｃ型 

【6条】 

連携施設の確保が必要 

①保育内容の支援 ②代替保育 ③卒園後の受け皿 
国基準と同じ 

居宅訪問型 

【6・40条】 

連携施設の確保を一律には求めない。 

※障がい、疾病等のある乳幼児を保育する場合、 

障がい児入所施設等を確保 

国基準と同じ 

事業所内 

【6・45条】 

連携施設の確保が必要 

①保育内容の支援 ②代替保育 ③卒園後の受け皿 

※ただし、20人以上の事業所内保育は①②を除く。 

【附則3条】 

連携施設の確保が著しく困難な場合は、施

行日から起算して 5年を経過する日までの

間、連携施設を確保しないことができる。 

国基準と同じ 

 

〈区としての考え方〉 

連携施設の確保については、「卒園後の受け皿」など今後検討すべき課題があるため、国基準にならい5年間の経過措置を置き、移行準備 

期間を設けます。 

   ※ 連携施設とは？ 

      小規模であり、かつ、対象年齢が３歳未満である小規模保育事業等については、以下の内容で連携・協力する認可保育所や幼稚園等の連携

施設を設けることとされています。 

      ①保育内容の支援：具体例として、連携施設との交流保育、行事等への参加などが挙げられます。 

      ②代 替 保 育：家庭的保育者（保育ママ）等が病気などを理由に保育が実施できない場合に、連携施設で保育ママに代わって保育を 

行います。 

      ③卒園後の受け皿：小規模保育事業等は対象年齢が３歳未満であるため、３歳以降も引き続き保育の利用を希望する保護者については、３歳

の進級時に連携施設での受け入れを行います。 
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③ 保育士・保育従事者等 【国基準と同じ。ただし、小規模Ｂ型の職員の資格要件は国基準よりも高めた区基準を設定】 

項目 国基準（職員配置人数） ※従 国基準（資格要件） ※従 区基準 

家庭的保育 

【23条】 

0～2歳児 3：1（※） 

(家庭的保育補助者を置く場合、5：2) 

 ※職員3人に対して、子ども1人。以下同様。 

【23条】 

家庭的保育者 

(＋家庭的保育補助者) 
国基準と同じ 

小規模Ａ型 
【29条】 

保育士 
国基準と同じ 

小規模Ｂ型 

【29・31条】 

0歳児  3：1  1・2歳児    6：1 

3歳児 20：1  4歳児以上 30：1 

上記区分の合計数に1を加えた数以上 
【31条】 

保育士（半数以上） 
保育士（6割以上） 

小規模Ｃ型 

【34条】 

0～2歳児 3：1 

(家庭的保育補助者を置く場合、5：2) 

【34条】 

家庭的保育者 

(＋家庭的保育補助者) 

国基準と同じ 

居宅訪問型 
【39条】 

0～2歳児 1：1 

【39条】 

家庭的保育者 
国基準と同じ 

事業所内 

（20人以上） 

【44条】 

0歳児  3：1  1・2歳児    6：1 

3歳児 20：1  4歳児以上 30：1 

※保育者2人を下回ることはできない。 

【44条】 

保育士 
国基準と同じ 

事業所内 

（19人以下） 

【47条】 

小規模Ａ型・Ｂ型と同じ 

【47条】 

保育士（半数以上） 
国基準と同じ 

     ※「保育士」         ： 保育士資格所有者 

       「家庭的保育者」    ： 市町村長が行う研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者 

       「家庭的保育補助者」 ： 市町村長が行う研修を修了した者であって、家庭的保育者を補助するもの 

 

〈区としての考え方〉 

現行の認証保育所（定員19人以下）と小規模保育室については、新制度における小規模保育事業Ｂ型に移行する見込みです。 

同事業における保育士の割合は「半数以上」とされていますが、現行の職員配置基準が「職員配置基準の人数のうち、保育士が6割以上」と 

されており、新制度移行後も現行の保育の質を確保する必要があるため、小規模保育事業Ｂ型の資格要件は国基準（半数以上）よりも高い基準 

（６割以上）で規定することとします。 
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④食事の提供 【国基準と同じ】 

項目 国基準（方法）※従 国基準（設備）※従 国基準（職員）※従 国基準（経過措置）※従 区基準 

家庭的保育 

【15・16条】 

自園調理 

※調理業務の全部委託

又は連携施設等から

の搬入も可 

【16条】 

調理設備 

【23条】 

調理員 

※調理業務を全部委託

又は搬入施設から食

事を搬入する場合､置

かないことができる。 

国基準と同じ 

小規模Ａ型 

小規模Ｂ型 

小規模Ｃ型 

【15・16条】 

自園調理 

※調理業務の全部委託

又は連携施設等から

の搬入も可 

【16条】 

調理設備 

【２９･３１･３４条】 

調理員 

※調理業務を全部委託

又は搬入施設から食

事を搬入する場合､置

かないことができる。 

国基準と同じ 

居宅訪問型     

事業所内 

（20人以上） 

【43条】 

調理室 

※事業所を設置及び管

理する事業主が事業

場に付属して設置する

炊事場を含む。 

事業所内 

（19人以下） 

【15・16条】 

自園調理 

※調理業務の全部委託

又は連携施設等から

の搬入も可 

【16条】 

調理設備 

【44・47条】 

調理員 

※調理業務を全部委託

又は搬入施設から食

事を搬入する場合､置

かないことができる。 

【附則2条】 

施行日の前日において

現に事業を行っている者

が、施行日後に家庭的

保育事業等の認可を得

た場合、施行日から起算

して 5年を経過する日ま

での間は、食事、調理設

備、調理員の規定は、適

用しないことができる。 

 

国基準と同じ 

 

〈区としての考え方〉 

従うべき基準として最低基準を定めたものであって、異なる内容を規定する理由はないため、国基準どおりとします。 

ただし、現行の家庭福祉員における食事は、事業者が調理・委託している状況ではなく、利用者が弁当を持参しています。家庭福祉員が新制度に 

移行するにあたっては、この食事の提供方法について検討しなければならず、新制度への移行準備期間を設ける必要があるため、国基準にならい、 

5年間の経過措置を設けます。 
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【従うべき基準と参酌すべき基準】 

 

従うべき基準 

※本資料の国基準「従」 

必ず適合しなければならない基準であって、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定めるこ

とは許容されるものの、異なる内容を定めることは許されない基準です。 

参酌すべき基準 

※本資料の国基準「参」 

条例制定にあたり、十分に参照したうえで判断しなければならない基準です。ただし、十分参照した結果と

してであれば、地域の実情に応じて､異なる内容を定めることが許容されます。 

 

用語解説 



 
1 

特定教育・保育施設及び特定保育事業の運営に関する基準について 

1 基準制定の趣旨 

新制度では、認可を受けている教育・保育施設と地域型保育事業について、施設・事業者からの申請に基づき、区が子ども・子育て支援法に 

基づく給付対象の施設・事業となることを「確認」し、給付費(委託費)を支払うことになります。 

この「確認」を行うための基準を、区が条例で定めるものです。 

２ 基準策定にあたっての区の全般的な考え方 

   国基準の内容は、各規定事項の最低基準を定めたものであり、現行の施設・事業と比較して質の維持又は向上につながるものであるため、 

全ての規定事項について国基準と同水準とします。 

 

３ 主な規定事項                                        ※項目⇒≪共通≫:教育保育施設と地域型保育との共通の基準 

① 利用定員【国基準のとおり】                            ※国基準⇒「従」：従うべき基準 「参」：参酌すべき基準 

項目 国基準 

利用定員 

≪共通≫ 

【4条】【37条】施設・事業の区分に応じ、１号から３号までの認定区分ごとに利用定員を定める。 

 

従 

 
≪区としての考え方≫ 

従うべき基準として最低基準を定めたものであって、異なる内容を規定する理由はないため、国基準どおりとします。 

なお、現行施設は、本項目で定められた定員に従って新制度へ移行する必要があり、今後はどの区分に移行するのかを定員以外の 

職員配置や施設基準なども踏まえながら、検討していきます（例えば、認証保育所の小規模保育室Ｂ型への移行など）。 

施設区分 定員 認定区分の範囲 

認定こども園 20人以上 1号～3号認定 

保育所 20人以上 2号・3号認定 

特定教育・

保育 

幼稚園 最低利用定員数の設定なし 1号～3号認定 

家庭的保育事業 1人以上5人以下 3号認定 

小規模保育室Ａ・Ｂ型 6人以上19人以下 3号認定 

小規模保育室Ｃ型 6人以上10人以下（※） 3号認定 

居宅訪問型保育事業 1人 3号認定 

特定地域型 

保育 

事業所内保育事業 上限の設定なし 3号認定(雇用する労働者の子ども

とその他の子どもごと) 

※当該基準の施行の日から起算して5年を経過するまでは、6人以上15人以下 

別紙資料２ 
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② 説明・同意、正当な理由のない提供拒否の禁止【国基準のとおり】 

項目 国基準 

説明・同意 

≪共通≫ 

 

 

 

【5条】【38条】教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に対し、選択に資すると認められる必要な 

重要事項（運営規程の概要、利用者負担、職員体制等）の説明を行い、同意を得なければならない。 

従 

申込に対す

る正当な理

由のない提

供拒否の禁

止等 

≪共通≫ 

 

 

 

 

 

<ア>【6条】【39条】施設・事業者は、利用申込を受けた場合、正当な理由のない提供拒否は禁止される。（応諾義務） 

 

 

 

 

 

 

 

<イ>【22条】【48条】施設・事業者は、利用定員を超えて提供を行ってはならない。 

ただし、年度中における需要の増大への対応、災害・虐待その他のやむを得ない場合を除く。 

 

<ウ>【7条】【40条】施設・事業者は、区が行うあっせん、調整及び要請に対して、できる限り協力しなければならない。 

 

 

 

 

従 

 

 

 

 

 

 

 

参 

 

 

従 
 
≪区としての考え方≫ 

従うべき基準、参酌基準ともに、最低基準として異なる内容を規定する理由はないため、国基準どおりとします。 

ただし、利用定員を超える受入れが、条文上は年度中における需要の増大への対応等事由が限定されており、年度当初からの定員を 

超えた受入が想定されていません。この点については、今後示される予定である国の方針に従い、区の考えを整理していきます。 

<定員を超えた申込みがあった場合の取扱い> 

※選考方法をあらかじめ保護者に明示 

 

「抽選」「先着順」「設置者の教育・保育に関する

理念に基づく選考」など、公正な方法による選考 

保育を受ける必要性が高いと認められる子どもが優

先的に利用できるよう選考 

１号認定（幼稚園・認定こども園） ２号・３号認定（保育所・認定こども園・地域型保育） 

保護者 ←（説明） 

保護者 幼稚園・保育園等 

家庭的保育事業者等 

（<ア>申込）→ 

←（<イ>選考・提供） 

幼稚園・保育園等 

家庭的保育事業者等 

区 ←（<ウ>あっせん） 
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③教育・保育の取扱方針【国基準のとおり】 

項目 国基準 

取扱方針 

≪共通≫ 

【15条】【44条】 

施設・事業の区分に応じ、幼稚園教育要領、保育所保育指針等に沿った教育保育の提供を適切に行わなければならない。 

 

 

 

 

 

従 

評価 

≪共通≫ 

【16条】【45条】 

自ら提供する教育・保育の質の評価し、改善すること（自己評価） 

定期的に外部の者による評価を受けて、結果を公表し、改善に努めること（第三者評価） 

参 

運営規程 

≪共通≫ 

【20条】【46条】 

運営についての重要事項に関する規程を定めること 

※目的・方針、職員体制、提供日、利用者負担、利用定員、利用の留意事項（選考方法含）など 

参 

 
≪区としての考え方≫ 

従うべき基準、参酌基準ともに、最低基準として異なる内容を規定する理由はないため、国基準どおりとします。 

なお、評価の実施、運営規程の策定などについて、各事業者に対して周知していきます。 

 

④利用者負担受領【国基準のとおり】 

項目 国基準 

負担受領 

≪共通≫ 

【13条】【43条】 

教育・保育や地域型保育に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

※それ以外に、教育・保育に必要な物品や行事参加等の費用など、上乗せ徴収することも可。 

ただし、徴収額や理由を書面明示することが必要である。 

従 

 
≪区としての考え方≫ 

従うべき基準として最低基準を定めたものであり、異なる内容を規定する理由はないため、国基準どおりとします。 

なお、利用者負担額については、足立区子育て支援サービス利用者負担適正化審議会に諮問したうえで、決定していきます。 

認定こども園 保育所保育指針及び幼稚園教育要領 

保育所 保育所保育指針 

特定教育・

保育 

幼稚園 幼稚園教育要領 

特定地域型 

保育 

家庭的保育事業者等 保育所保育指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意し、子どもの

心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を行う。 
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⑤円滑な接続に資する連携【国基準のとおり】 

項目 国基準 

小学校等と

の連携 

≪教育 ・保

育施設≫ 

【11条】小学校における教育等との円滑な接続に資するよう、密接な連携に努めなければならない。 

 

 

 

 

参 

特定教育・

保育施設

等との連携 

≪地域型

保育≫ 

【42条】保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な保育が継続的に提供できるよう、連携施設を確保しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

従 

 
≪区としての考え方≫ 

従うべき基準、参酌基準ともに、最低基準として異なる内容を規定する理由はないため、国基準どおりとします。 

地域型保育における連携施設の確保は、「卒園後の受け皿」など今後検討すべき点があるため、国基準にならい、５年間の経過措置を 

置き、移行準備期間を設けます。 

※ 連携施設とは？ 

     小規模であり、かつ、対象年齢が３歳未満である小規模保育事業等については、以下の内容で連携・協力する認可保育所や幼稚園等の

連携施設を設けることとされています。 

      ①保育内容の支援：具体的には、連携施設との交流保育、行事等への参加などが挙げられます。 

      ②代 替 保 育：家庭的保育者（保育ママ）等が病気などを理由に保育が実施できない場合に、連携施設で保育ママに代わって保育

を行います。 

      ③卒園後の受け皿：小規模保育事業等は対象年齢が３歳未満であるため、３歳以降も引き続き保育の利用を希望する保護者については、

３歳の進級時に連携施設での受け入れを行います。 

認定こども園 

保育所 

特定教育・

保育 

幼稚園 

教育・保育の終了に際し、連携施設の確保が必要 

<ア>小学校における教育 

<イ>他の教育・保育施設等 

家庭的保育事業 

小規模保育室Ａ・Ｂ型 

小規模保育室Ｃ型 

事業所内保育事業 

連携施設の確保が必要 

<ア>保育内容の支援 

<イ>代替保育の提供 

<ウ>卒園後の受け皿 

※ただし、20人以上の事業所内保育は<ア><イ>を除く。 

特定地域型 

保育 

 

居宅訪問型保育事業 障がい、疾病等により集団保育が著しく困難な乳幼

児を保育する場合、あらかじめ、連携する障がい児

入所支援施設を適切に確保すること 

【附則5条】 

連携施設の確保が著

しく困難な場合、施行

日から起算して5年を

経過する日までの

間、連携施設を確保

しないことができる。 
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【従うべき基準と参酌すべき基準】 

従うべき基準 

※本資料の国基準「従」 

必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定めるこ

とは許容されるものの、異なる内容を定めることは許されない基準です。 

参酌すべき基準 

※本資料の国基準「参」 

条例制定にあたり、十分に参照したうえで判断しなければならない基準です。ただし、十分参照した結果

としてであれば、地域の実情に応じて､異なる内容を定めることが許容されます。 

 

【参考：用語の解説】 

用語 用語の意味 

支給認定 保護者の申請に基づく、就学前子どもの区分についての認定 

※ １号認定：教育標準時間認定（主に認定こども園、幼稚園を利用）   

※ ２号認定：満３歳以上保育認定（主に認定こども園、保育所を利用）   

※ ３号認定：満３歳未満保育認定（主に認定こども園、保育所、地域型保育事業を利用） 

利用定員 認可定員の範囲内で、施設ごとに設定する人数 

教育・保育施設 認定こども園、幼稚園、保育所 

特定教育・保育施設 区が、施設型給付費の対象と確認する教育・保育施設 

特定教育・保育 特定教育・保育施設で受ける教育・保育 

地域型保育 家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育 

特定地域型保育事業者 区が、地域型保育給付費の対象と確認する地域型保育事業者 

特定地域型保育 特定地域型保育事業者から受ける地域型保育 

 

用語解説 
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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について 
 

1 基準制定の趣旨 

新制度では、区長の監督に属する放課後児童健全育成事業を利用している児童が、明るくて衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な

訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するために、本事業の設備及び運営の最低基準を条例で定めるものとさ

れています。また、事業者は、最低基準を常に向上させるように努めるものとされています。そのための区の基準を定めるものです。 

 

２ 基準策定にあたっての区の全般的な考え方 

 原則として全て国基準に従いますが、参酌すべき基準については、国の専門委員会の意見等をふまえ、現状に合わせ一部加筆します。 

 

３ 主な規定事項 

項目 国基準の概要 足立区基準案 区の考え方 

対象児童  

（第５条） 

※参酌基準 

小学校に就学している児童であって、その

保護者が労働等により昼間家庭にいないも

の 

国基準のとおり  低学年を優先に選考します。 

特別支援児、その他家庭に事

情のある児童にも配慮します。 

非常災害対策 

（第６条） 

 

※参酌基準 

放課後児童健全育成事業者は、軽便消火

器等の消火用具、非常口その他非常災害

に必要な設備を設けるとともに、非常災害

に対する具体的計画を立て、これに対する

不断の注意と訓練をするように努めなけれ

ばならない。 

２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対

する訓練は、定期的にこれを行わなければ

ならない。 

国基準に加筆 

 

放課後児童健全育成事業者は、軽便消火

器等の消火用具、非常口その他非常災害

に必要な設備を設けるとともに、非常災害

に対する防災マニュアル等を備え、これに

対する不断の注意と訓練をするように努め

なければならない。 

２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対

する訓練は、少なくとも年２回以上実施

するものとし、定期的にこれを行わなけれ

ばならない。 

雇児発第0530第1号 

平成26年5月30日 

「放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準に

ついて」による技術的助言に従

います。（区の現状どおり） 

別紙資料３ 



 

2 

 

項目 国基準の概要 足立区基準案 区の考え方 

施設・設備  

（第９条） 

 

※参酌基準 

○遊び及び生活の場としての機能並びに

静養するための機能を備えた区画を設ける

ほか、支援の提供に必要な設備及び備品

等を備えなければならない。  

○専用区画の面積は、児童 1人につきお

おむね１．６５㎡以上でなければならない。  

国基準に加筆 

ただし、静養するための機能を備えた区

画については、児童の安全、健康、衛生

面に配慮しつつ、各事業所の実情に応じ

た対応とすることができる。 

※国の専門委員会意見のとおり 

区の現状は、静養するための区

画を備えた学童保育室はわず

かであり、新たに設けることが困

難な状況です。 

今後、室ごとにカーテン等で仕

切るなどの対応を検討していき

ます。 

従事する者の資格  

（第１０条） 

 

※従うべき基準 

放課後児童支援員は、次のいずれかに該

当するものであって、都知事が行う研修を

修了した者。 

・保育士  

・社会福祉士  

・高等学校を卒業した者等であって、２年以

上児童福祉事業に従事した者  

・幼稚園、小・中・高校教諭となる資格を持

つ者  

・大学・大学院で社会福祉学、心理学、教

育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専

修する学科又は、これらに相当する課程を

修めて卒業した者 

・高等学校を卒業した者等であり、かつ、２

年以上放課後児童健全育成事業に類似す

る事業に従事した者であって、区長が適当

と認めた者 

 

 

国基準のとおり  現在従事している職員について

は、都実施予定の研修を受け

れば、条件を満たすことができ

ます。 
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項目 国基準の概要 足立区基準案 区の考え方 

従事者の配置 

（第１０条）  

 

※従うべき基準 

○放課後児童支援員の数は、支援の単位

ごとに２人以上とする。ただし、その１人を除

き、補助員をもってこれに代えることができ

る。  

○放課後児童支援員及び補助員は、支援

の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる

者でなければならない。 

国基準のとおり  区の現状は、定員４０名の場

合、２名以上の職員を配置して

います。また、特別支援児がい

る場合は、加配をしています。 

集団の規模  

（１０条） 

 

※参酌基準 

１室あたりの児童の数は、おおむね４０人以

下とする。  

国基準に加筆 

なお、児童数がおおむね４０人を超える

場合は、集団を分けるなど児童の安全に

配慮した対応を行うものとする。 

※国の専門委員会意見のとおり 

区の現状は、１室あたりの定員

の最大は５０名です。 

従来の放課後児童クラブガイド

ラインでは、１室最大７０人まで

可とされていました。 

開所日数  

（第１８条） 

 

※参酌基準 

１年につき２５０日以上を原則として、その地

方における児童の保護者の就労日数、小

学校の授業の休業日その他の状況等を考

慮して、放課後児童健全育成事業所ごとに

定める。  

国基準のとおり 区の現状は、日曜日及び国民

の祝日、１２月２９日から翌年１

月３日までを除いた日は開室し

ています。一般事業者も対象の

基準のため、国基準のとおりとし

ます。 

開所時間  

（第１８条） 

 

※参酌基準 

小学校の授業の休業日については、１日に

つき８時間以上、小学校の授業の休業日以

外の日については１日つき３時間以上を原

則として、その地方における児童の保護者

の労働時間、小学校の授業の終了の時刻

その他の状況等を考慮して、放課後児童

健全育成事業所ごとに定める。 

国基準のとおり 区の現状は、朝８時半から夕方

６時までの延長保育を実施して

います。また、２５室で朝８時か

ら夜７時までの特別延長保育を

実施しています。一般事業者も

対象の基準のため、国基準のと

おりとします。 
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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

 

Ⅰ 各家庭的保育事業等に共通の事項 

※ 従：従うべき基準 参：参酌すべき基準 

足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
総則 最低基準と家

庭的保育事業
者等 
【第4条】 

１ 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常にそ
の設備及び運営を向上させなければならない。 
２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営している
家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由とし
て、その設備又は運営を低下させてはならない。 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 家庭的保育事
業者等の一般
原則 
【第5条】 

１ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配
慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運
営を行わなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携
を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当
該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明する
よう努めなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評
価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評
価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を
図るよう努めなければならない。 

５ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場
所は除く）には、児童福祉法に定めるそれぞれの事業
の目的を達成するために必要な設備を設けなくては
ならない。 

６ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場
所は除く）の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の
保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な
考慮を払って設けられなければならない。 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

別紙資料４ 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
総則 保育所等との連

携 
【第6条】 

家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く）
は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、
及び、保育の提供の終了後も満三歳児以上の児童に対し
て必要な教育又は保育が継続的に提供されるよう、次に
掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認
定子ども園（以下「連携施設」）を適切に確保しなけれ
ばならない。 
① 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の
設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業
者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関
する支援を行うこと。 

② 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の
職員の病気、休暇等により保育を提供することが
できない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わ
って提供する保育をいう）を提供すること。 

③ 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受け
ていた利用乳幼児（事業所内保育事業の利用乳幼
児にあっては、第41条に規定するその他の乳児又
は幼児に限る。）を、当該保育の提供の終了に際し
て、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、
引き続き当該連携施設において受け入れて教育又
は保育を提供すること。 

従 
国の基準のとおり 
 

連携施設の確保について
は、「③卒園後の受け皿」
など今後検討すべき課題
があるため、国基準になら
って経過措置を置き、５年
間の移行準備期間を設け
ることを考えています。 

 家庭的保育事業
者等と災害被害 
【第7条】 

１ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く）
は、軽便消火器等の消化用具、非常口その他非常災害に
必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的

計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするよう
に努めなければならない。 

２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少

なくとも毎月１回は行わなければならない。 

参 国の基準のとおり 

現在も災害対策として、非
常災害に関する年間計画
を策定しています。また、
月１回、避難訓練を実施し
ています。 

 家庭的保育事業

者等の職員の一
般的要件 
【第8条】 

家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事す

る職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理性を備
え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児
童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でな

ければならない。 

参 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
総則 家庭的保育事業

者等の職員の知

識及び技能の向
上等 
【第9条】 

１ 家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研鑽に励み、
児童福祉法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するた

めに必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなけ
ればならない。 
２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上

のための研修の機会を確保しなければならない。 

参 国の基準のとおり 

現在も、年５回、研修を実
施するとともに、都の研修
を案内するなど、職員の資
質向上に努めています。 

 他の社会福祉施
設等を併せて設

置するときの設
置及び職員の基
準 

【第10条】 

家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設と併せて設置
するときは、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及

び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設
備及び職員に兼ねることができる。ただし、保育室及び各
事業所に特有の設備並びに利用乳幼児の保育に直接従事

する職員については、この限りでない。 

参 
・ 

従 
国の基準のとおり 

現在は、他の社会福祉施設
と併設の事業者はいませ
んが、今後の参入を見据え
て、国の基準のとおり規定
します。 

 利用乳幼児を平

等に取り扱う原
則 
【第11条】 

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会

的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、
差別的扱いをしてはならない。 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 虐等の禁止 
【第12条】 

家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、心身
に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 懲戒に係る権限

の濫用禁止 
【第13条】 

家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し児童福祉法第

47条第3項の規定により懲戒に関しその利用乳幼児の福祉
のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人
格を辱める等その他の権限を濫用してはならない。 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 衛生管理等 
【第14条】 

１ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く）
は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供す
る水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な

措置を講じなければならない。 
２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く）
は、家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う
場所は除く）において感染症又は食中毒が発生し、又
はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努め
なければならない。 

３ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場
所は除く）には、必要な医薬品その他の医療品を備える 

参 国の基準のとおり 

現在も研修を実施したり、
随時情報を提供するなど、
衛生管理に努めています。 
また、包帯やガーゼ等必要
な医療品等は既に備えて
います。 



4 

      
総則  とともに、それらの管理を適正に行わなければならな

い。 

４ 居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔
の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなけれ
ばならない。 

５ 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所の設
備及び備品について、衛生的な管理に努めなければなら
ない。 

  

 

 食事 
【第15条】 

１ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く）
は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事
業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所は除く）内で
調理する方法（第 10条の規定により、当該家庭的保
育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の
社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含
む。）により行わなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供する
ときは、その献立は、できる限り、変化に富み、利用乳

幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでな
ければならない。 

３ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理

方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び
嗜好を考慮したものでなければならない。 

４ 調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなけ

ればならない。 
５ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く）
は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力

の育成に努めなければならない。 

従 国の基準のとおり 

小規模保育（認証保育所、
小規模保育室）では自園調
理を行っていますが、家庭
的保育（家庭福祉員、グル
ープ保育室）では給食の提
供をしていません。 
家庭的保育の食事の提供
方法については、今後検討
していく必要があります
ので、国の基準にならって
経過措置を置き、５年間の
移行準備期間を設けるこ
とを考えています。 

 食事の提供の特

例 
【第16条】 

次の要件を満たす家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育

事業者を除く）は、利用乳幼児に対する食事の提供につい
て、次に規定する搬入施設において調理し、搬入する方法
により行うことができる。この場合においても、当該家庭

的保育事業所にて行うことが必要な調理のための加熱、保
存等の機能を有する設備を備えなければならない。 
【要件】 

① 食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあ
り、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な 

従 国の基準のとおり 

現在、搬入による食事の提
供は行っていません。搬入
による方法を含めて、食事
の提供方法を検討してい
きます。 
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総則  注意を果たし得るような体制及び調理業務の委託者
との契約内容が確保されていること。 

② 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、
区の栄養士による必要な配慮が行われること。 

③ 調理業務の受託者を当該家庭的保育事業者等による

給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調理
業務を適切に遂行できる能力を有する者とするこ
と。 

④ 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に
応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への
配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事

の内容、回数及び時機に適切に応じることができる
こと。 

⑤ 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、

利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し
配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき
食事を提供するよう努めること。 

【搬入施設】 
① 連携施設 
② 当該家庭的保育事業者等と同一又は関連法人が運営
する小規模保育事業若しくは事業所内事業を行う事
業所、社会福祉施設、医療機関等 

③ 学校給食法第 3条第 2項に規定する義務教育諸学校
又は同法第 6条に規定する共同調理場（離島等の地
域で①②の搬入施設の確保が困難な場合に限る。） 

  

 

 利用乳幼児及び

職員の健康診断 
【第17条】 

１ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始

時の健康診断、少なくとも１年に２回の定期健康診断及
び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する健康診
断に準じて行わなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、児童相談所等での乳幼児の利
用開始前の健康診断が行われた場合、これが利用開始時
の健康診断の全部又は一部に相当する場合は、利用開始

時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。
この場合、家庭的保育事者等は、児童相談所等での利用
開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。 

参 国の基準のとおり 

健康診断と細菌検査を年
１回ずつ実施しています。 
小規模保育の調理員と０
歳児クラスの保育士は、毎
月検便を実施しています。 

  ３ 利用開始時の健康診断、定期又は臨時の健康診断をし
た医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用 
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総則  乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に
応じ保育の提供又は児童福祉法第 24条第 6項の規定に

よる措置を解除又は停止する等必要な手続をとること
を、家庭的保育事業者に勧告しなければならない。 

４ 職員の健康診断は、特に利用乳幼児の食事を調理する

者につき、綿密な注意を払わなければならない。 

  

 

 家庭的保育事業
所等内部の規程 

【第18条】 

家庭的保育事業所等は、運営規程（事業の運営について
の重要事項に関する規程）を定めておかなければならな

い。 
【規程内容】 
① 事業の目的及び運営の方針 

② 提供する保育の内容 
③ 職員の職種、員数及び職務の内容 
④ 保育の提供を行う日及び時間、提供を行わない日 

⑤ 保護者負担費用の種類、支払を求める理由及びその
額 

⑥ 利用定員 

⑦ 事業の利用開始・終了に関する事項及び利用に当た
っての留意事項 

⑧ 緊急時等の対応方法 

⑨ 非常災害対策 
⑩ 虐待防止のための措置に関する事項 
⑪ その他事業の運営に関する重要事項 

参 
国の基準のとおり 
 

現在も、各事業所ごとに運
営規程を設けていますが、
左記の全ての規定内容を
掲げてはおりません。新制
度施行に向けて、事業者に
対して左記の規定すべき
内容を周知し、不足する部
分については補足してい
きます。 

 家庭的保育事業
所等に備える帳
簿 

【第19条】 

家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支及び利用乳
幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかな
ければならない。 

参 国の基準のとおり 

既に帳簿は整理されてい
ます。 

 秘密保持等 

【第20条】 

１ 家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た秘密をもらしてはならない。 
２ 家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理
由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことが無いよ

う、必要な措置を講じなければならない。 

従 国の基準のとおり 

守秘義務は現在も課され
ているものであり、研修等
の場でも注意を促してい
ます。 

 苦情への対応 
【第21条】 

１ 家庭的保育事業者等は、保護者等からの苦情に迅速か
つ適切に対応するために、苦情受付窓口の設置等必要な

措置を講じなければならない。 
２ 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該
保育の提供又は児童福祉法第24条第6項の規定による 

参 国の基準のとおり 

苦情の受付については、現
在も迅速かつ適切な対応
を心がけています。 
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  措置に係る区市町村から指導又は助言を受けた場合は、

必要な改善を行わなければならない。 
  

 

 
 

Ⅱ 家庭的保育事業 

足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
家庭的保育
事業 

設備の基準 
【第22条】 

家庭的保育事業は、家庭的保育者の居宅その他の場所
（保育を受ける乳幼児の居宅を除く）であって、次の要件

を満たすものとして、区市町村長が適当と認める場所で実
施するものとする。 
【要件】 

① 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。 
② 専用の部屋の面積は9.9㎡以上（3人を超えて保育す
る場合は、乳幼児 1人につき 3.3㎡を加えた面積）

であること。 
③ 保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有す
ること。 

④ 衛生的な調理設備及び便所を設けること。 
⑤ 同一敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した
広さの庭（付近の代替地を含む）があること。 

参 
・ 

従 

国の基準のとおり 

家庭的保育事業へは、現在
の家庭福祉員(保育ﾏﾏ)の移
行を想定しています。左記
基準は、保育ﾏﾏの現行基準
とも同水準であるため、国
の基準のとおりとします。
ただし、調理設備について
は、現在は利用者による弁
当持参であるため、５年間
の移行準備期間を設ける
かを含めて、食事の提供方
法を検討していきます。 

  ⑥ ⑤の庭の面積は満2歳以上の幼児1人につき、3.3㎡
以上であること。 
⑦ 火災報知機及び消火器の設置、消火訓練、避難訓練

を定期的に実施すること。 

  

 

 職員 
【第23条】 

１ 家庭的保育事業等を行う場所には、家庭的保育者、嘱
託医及び調理員をおかなければならない。ただし、調理

業務の全部を委託する場合又は搬入施設から食事を搬
入する場合は、調理員を置かないことができる。 

２ 家庭的保育者は、区市町村長が行う研修（区市町村長

が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含
む。）を終了した保育士又は保育士と同等以上の知識及
び経験を有すると区市町村長が認める者で、次のいずれ

にも該当する者とする。 
① 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者。 
② 児童福祉法第18条の5各号及び同法第34条の21

従 国の基準のとおり 

嘱託医は、現在、近隣の小
児科医に協力を依頼して
います。 
調理員については、５年間
の移行準備期間を設ける
かを含めて、食事の提供方
法とともに検討していき
ます。 
２、３の職員に関する基準
は、最低基準であり、現行
の保育ﾏﾏの基準と同水準
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第1項第4号（※）のいずれにも該当しない者。 
 

であるため、国の基準のと
おりとします。 

      
家庭的保育
事業 

 ※ 〔保育士の欠格事由〕 
第18条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、保
育士となることができない。 
(1) 成年被後見人又は被保佐人 
(2) 禁錮（こ）以上の刑に処せられ、その執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
起算して2年を経過しない者 

(3) この法律の規定その他児童の福祉に関する法
律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金
の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなつた日から起算して 2年を経
過しない者 

(4) 第18条の19第1項第2号又は第2項の規定に
より登録を取り消され、その取消しの日から起算
して2年を経過しない者 
〔養育里親の欠格事由等〕 

第34条の20 本人又はその同居人が次の各号（同居 

 
従 

 
 
 

 
 
 

 
 

国の基準のとおり 

 

  人にあつては、第１号を除く。）のいずれかに該当す
る者は、養育里親となることができない。 
一 略 
二 略 
三 略 
四 児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定す
る児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その
他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者 

３ 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数
は、3人以下とする。ただし、家庭的保育補助者ととも

に保育する場合には、5人以下とする。 

  

 

 保育時間 
【第24条】 

保育時間は1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護
者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育

事業を行うものが定めるものとする。 

参 
国の基準のとおり 
 

現在も、８時から１７時ま
で、保育を実施していま
す。 

 保育の内容 
【第25条】 

家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関
する基準第 35条に規定する厚生労働大臣が定める指針に

準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児
の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 
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 保護者との連絡 
【第26条】 

家庭的保育事業者は、保護者と密接な連絡をとり、保育
の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努

めなければならない。 参 国の基準のとおり 

現在も、連絡手帳を活用し
たり、朝夕の送迎時に密に
連絡を取り合うなど、保護
者の理解、協力を得られる
よう努めています。 

 
 

Ⅲ 小規模保育事業 

足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
通則 小規模保育事業

の区分 

【第27条】 

小規模保育事業は、小規模保育事業Ａ型、小規模保育事
業Ｂ型及び小規模保育事業Ｃ型とする。 従 国の基準のとおり 

小規模保育事業の区分を
定義したものであり、国の
基準のとおりとします。 

小規模保育
事業Ａ型 

設備の基準 
【第28条】 

小規模保育事業所Ａ型の設備の基準は、次のとおりとす
る。 

① 乳児又は満 2歳に満たない幼児を利用させる小規模
保育事業Ａ型には、乳児室又はほふく室、調理設備
及び便所を設けること。 

② 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満 2歳に満
たない幼児1人につき3.3㎡以上であること。 

③ 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備え

ること。 
④ 満 2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業Ａ型
には、保育室又は遊戯室、屋外遊技場（付近の代替

地を含む）、調理設備及び便所を設けること。 
⑤ 保育室又は遊戯室の面積は、満 2歳以上の幼児 1人
につき1.98㎡以上、屋外遊戯場の面積は満2歳以上

の幼児1人につき3.3㎡以上であること。0 
⑥ 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備える
こと。 

⑦ 保育室等を 2階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘ
の要件に、3階以上に設ける建物は、次の各号に掲げ
る要件に該当するものであること。 

【要件】 
イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築

参 
・ 

従 

国の基準のとおり 
 

 

左記の基準を含めて、その
他小規模保育事業Ａ型の
要件を満たす認証保育所
(１９人以下)、小規模保育
室の移行を想定していま
す。 
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物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であ
ること。 

ロ 保育室等が設けられている階に応じ、次の表の区
分ごとに、同表に掲げる施設又は設備が一以上設け
られていること。 

 
 

階 区分 施設又は設備 

常�用 １ 屋内階段 
２ 屋外階� 

2階 

避難用 １ 建築基準法施行令第 123条第 1項
各号又は同条第 3項各号に規定する
構造の屋内階段 

２ 待避上有効なバルコニー 
３ 建築基準法第 2条第 7号の 2に規
定する準耐火構造の屋外傾斜路又は

これに準ずる設備 
４ 屋外階段 

 
小規模保育
事業Ａ型 

    常用 １ 建築基準法施行令第 123条第 1項
各号又は同条第 3項各号に規定する

構造の屋内階段 
２ 屋外階段 

3階 

避難用 １ 建築基準法施行令第 123条第 1項
各号又は同条第 3項各号に規定する
構造の屋内階段 

２ 建築基準法第 2条第 7号に規定す
る耐火構造の屋外傾斜路又はこれに
準ずる設備 

３ 屋外階段 

4階
以上

の階 

常用 １ 建築基準法施行令第 123条第 1項
各号又は同条第 3項各号に規定する

構造の屋内階段 
２ 建築基準法施行令第 123条第 2項
各号に規定する構造の屋外階段 

 避難用 １ 建築基準法施行令第 123条第 1項
各号又は同条第 3項各号に規定する

 

国の基準のとおり 

 



11 

構造の屋内階段 
２ 建築基準法第 2条第 7号に規定す

る耐火構造の屋外傾斜路 
  ３ 建築基準法施行令第 123条第 2項

各号に規定する構造の屋外階段 

ハ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設
けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る

歩行距離が 30ｍ以下となるように設けられている
こと。 

二 小規模保育事業所Ａ型の調理設備(スプリンクラ

ーや自動消火装置が設けられ、調理設備外部への延
焼防止措置がとられている場合を除く。)以外の部分
と小規模保育事業所Ａ型の調理設備の部分が建築基

準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは
壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する
特定防火設備で区画されていること。この場合にお

いて、換気、暖房又は冷房設備の風道が、当該床若
しくは壁を貫通する部分又は近接する部分に防火上
有効にダンパーが設けられていること。 

ホ 小規模保育事業所Ａ型の壁及び天井の室内に面す
る部分の仕上げを不燃材料でしていること。 
ヘ 保育室等その他乳児が出入りし、又は通行する場

所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられ
ていること。 

  ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ

火災を通報する設備が設けられていること。 

 
 

 

小規模保育
事業Ａ型 

職員 
【第29条】 

１ 小規模保育事業所Ａ型には、保育士、嘱託医及び調理
員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を

委託する小規模保育事業所Ａ型又は搬入施設から食事
を搬入する小規模保育事業所Ａ型は、調理員を置かない
ことができる。 

２ 保育士の数は、次に掲げる区分に応じ、各区分の合計
数に1を加えた数以上とする。 
① 乳児 おおむね3人につき1人 

② 満1歳以上満3歳未満の幼児 おおむね6人につき1
人 

 

従 国の基準のとおり 

現在も、保育士１０割、嘱
託医及び調理員を設置済
の保育室がありますので、
これら要件を満たした保
育室が小規模保育事業Ａ
型へ移行することを想定
しています。 



12 

      
小規模保育
事業Ａ型 

 ③ 満3歳以上満4歳未満の児童 おおむね20人につき
1人 

④ 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 
３ 保育士の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ
型に勤務する保健師又は看護師を1人に限り保育士とみ

なすことができる。 

従  

 

 準用 
【第30条】 

 第24条から第26条までの規定は、小規模保育事業Ａ型
について準用する。 

－ 国の基準のとおり 
第２４条から第２６条ま
でと同様の考え方です。 

小規模保育
事業Ｂ型 

職員 
【第31条】 

１ 小規模保育事業所Ｂ型には、保育従事者（保育士その
他保育に従事する職員として区市町村長が行う研修（区

市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う
研修を含む）を修了した者）、嘱託医及び調理員を置か
なければならない。ただし、調理業務の全部を委託する

小規模保育事業所Ｂ型又は搬入施設から食事を搬入す
る小規模保育事業所Ｂ型は、調理員を置かないことがで
きる。 

２ 保育従事者の数は、次に掲げる区分に応じ、各区分の
合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保
育士とする。 

① 乳児 おおむね3人につき1人 
② 満1歳以上満3歳未満の幼児 おおむね6人につき1
人 

③ 満3歳以上満4歳未満の児童 おおむね20人につき
1人 

④ 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 
３ 保育士の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ
型に勤務する保健師又は看護師を1人に限り保育士とみ
なすことができる。 

従 

一部変更 
 
『半数以上』 

↓ 
『６割以上』 

 
 これ以外は、国の
基準のとおり 

小規模保育事業Ｂ型には、
現行の認証保育所(１９人
以下)と小規模保育室の移
行を予定しています。 
職員の配置基準のうち、保
育士の割合については、現
行の職員配置基準が６割
以上となっているため、保
育の質を落とさないため
にも、国基準(半数以上)よ
りも高い基準(６割以上)を
考えています。 
その他の規定について

は、国の基準と異なる内容
を規定する事情・特性もな
いことから、国の基準のと
おりとします。 

 準用 
【第32条】 

 第 24条から第 26条まで及び第 28条の規定は、小規模
保育事業Ｂ型について準用する。 

－ 国の基準のとおり 
第２４条から第２６条ま
でと同様の考え方です。 

小規模保育

事業Ｃ型 

設備の基準 

【第33条】 

小規模保育事業所Ｃ型の設備の基準は、次のとおりとす

る。 
① 乳児又は満 2歳に満たない幼児を利用させる小規模
保育事業Ｃ型には、乳児室又はほふく室、調理設備

及び便所を設けること。 
② 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満2歳に満 

参 

・ 
従 

国の基準のとおり 

小規模保育事業Ｃ型には、
現行のグループ保育室の
移行を予定していますが、
現状のまま移行できるも
のと想定しています。 
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小規模保育
事業Ｃ型 

 たない幼児1人につき3.3㎡以上であること。 
③ 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備え
ること。 

④ 満 2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所Ｃ
型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備

及び便所を設けること。 
⑤ 保育室又は遊戯室の面積は、満 2歳以上の幼児 1人
につき 3.3㎡以上、屋外遊戯場の面積は満 2歳以上

の幼児1人につき3.3㎡以上であること。 
⑥ 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備える
こと。 

⑦ 保育室等を2階以上に設ける建物は、第28条第7号
に掲げる要件に該当するものであること。 

  

 

 職員 

【第34条】 

１ 小規模保育事業所Ｃ型には、家庭的保育者、嘱託医及

び調理員をおかなければならない。ただし、調理業務の
全部を委託する小規模保育事業所Ｃ型又は搬入施設か
ら食事を搬入する小規模保育事業所Ｃ型は、調理員を置

かないことができる。 
２ 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数
は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的

保育補助者とともに保育する場合には、5人以下とする。 

従 
国の基準のとおり 
 

嘱託医は、現在、近隣の小
児科医に協力を依頼して
います。 
調理員については、５年間
の移行準備期間を設ける
かを含めて、食事の提供方
法とともに検討していき
ます。 
２の職員に関する基準は、
最低基準であり、現行のグ
ループ保育室の基準と同
水準であるため、国の基準
とおりとします。 

 利用定員 
【第35条】 

小規模保育事業所Ｃ型は、児童福祉法第 6条の 3第 10
項（※）の規定にかかわらず、その利用定員を6人以上10
人以下とする。 
※ この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業
をいう。 
 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満の
ものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保
育することを目的とする施設（利用定員が6人以上19
人以下であるものに限る。）において、保育を行う事業 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 準用 
【第36条】 

 第24条から第26条までの規定は、小規模保育事業Ｃ型
について準用する。 

－ 国の基準のとおり 
第２４条から第２６条ま
でと同様の考え方です。 
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Ⅳ 居宅訪問型保育事業 

足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
居宅訪問型

保育事業 

居宅訪問型保育

事業 
【第37条】 

居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる保育を提供するも

のとする。 
① 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく
困難であると認められる乳幼児に対する保育 

② 子ども・子育て支援法第34条第5項又は第 46条
第 4項の規定による便宜の提供に対応するために
行う保育 

③ 児童福祉法第24条第6項に規定する措置に対応す
るために行う保育 

④ 母子家庭等の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤

務に従事する場合への対応等、保育の必要の程度
及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提
供する必要性が高いと区市町村が認める乳幼児に

対する保育 
⑤ 離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業
以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると区

市町村が認めるものにおいて行う保育 

従 
国の基準のとおり 

 

居宅訪問型保育事業は、新
制度施行に伴い区の認可
事業となるものです。新制
度施行後の参入を見据え
て、国の基準のとおり規定
します。 

 設備及び備品 
【第38条】 

居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、事
業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を

設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えな
ければならない。 

参 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 職員 
【第39条】 

居宅訪問型保育事業において、家庭的保育者1人が保育
することができる乳幼児の数は1人とする。 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 居宅訪問型保育
連携施設 

【第40条】 

居宅訪問型保育事業者は、第 37条第 1号に規定する乳
幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障

害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便
宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児
入所施設その他の区市町村の指定する施設（居宅訪問型保

育連携施設）を適切に確保しなければならない。 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
居宅訪問型
保育事業 

準用 
【第41条】 

 第24条から第26条までの規定は、居宅訪問型保育事業
について準用する。 

－ 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 
 
Ⅴ 事業所内保育事業 

足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
事業所内保
育事業 

利用定員の設定 
【第42条】 

事業所内保育事業者は、次の表に掲げる利用定員の区分
に応じ、その他の乳児又は幼児の数を踏まえて区市町村が
定める乳幼児数以上の定員枠を設けなくてはならない。 

利用定員数 その他の乳児又は幼児の数 

1人以上5人以下 
6人以上7人以下 

8人以上10人以下 
11人以上15人以下 
16人以上20人以下 

21人以上25人以下 
26人以上30人以下 
31人以上40人以下 

41人以上50人以下 
51人以上60人以下 
61人以上70人以下 

71人以上 

1人 
2人 

3人 
4人 
5人 

6人 
7人 
10人 

12人 
15人 
20人 

20人  

参 
国の基準のとおり 
 

事業所内保育事業は、新制
度施行に伴い区の認可事
業となるものです。新制度
後の参入を見据えて、国の
基準のとおり規定します。 
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 設備の基準 

【第43条】 

保育所型事業所内保育事業（定員 20名以上）を行う事

業所の設備の基準は、次のとおりとする。 
① 乳児又は満 2歳に満たない幼児を入所させる保育所
型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、

医務室、調理室及び便所を設けること。 
② 乳児室又の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1
人につき1.65㎡以上であること。 

③ ほふく室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1
人につき3.3㎡以上であること。 

④ 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備え
ること。 

⑤ 満 2歳以上の幼児を入所させる保育所型事業所内保
育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（付

近の代替地を含む）、調理室及び便所を設けること。 

参 

・ 
従 

国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

事業所内保

育事業 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ⑥ 保育室又は遊戯室の面積は、満 2歳以上の幼児 1人
につき1.98㎡以上、屋外遊戯場の面積は満2歳以上
の幼児1人につき3.3㎡以上であること。 

⑦ 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備える
こと。 

⑧ 保育室を 2階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの
要件に、3階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる

要件に該当するものであること。 
【要件】 
イ 建築基準法第2条第9号の 2に規定する耐火建

築物又は同条第 9号の 3に規定する準耐火建築物
であること。 

ロ 保育室等が設けられている階に応じ、次の表の

区分ごとに、同表に掲げる施設又は設備が一以上
設けられていること。 
 

階 区分 施設又は設備 

常用 １ 屋内階段 
２ 屋外階段 

2階 

避難用 １ 建築基準法施行令第 123条第 1
項各号又は同条第 3項各号に規定
する構造の屋内階段 
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事業所内保
育事業 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

２ 待避上有効なバルコニー 
３ 建築基準法第2条第7号の2に規

定する準耐火構造の屋外傾斜路又
はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

常用 １ 建築基準法施行令第 123条第 1
項各号又は同条第 3項各号に規定
する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

3階 

避難用 １ 建築基準法施行令第 123条第 1

項各号又は同条第 3項各号に規定
する構造の屋内階段 

２ 建築基準法第2条第7号に規定す

る耐火構造の屋外傾斜路又はこれ
に準ずる設備 

３ 屋外階段 

常用 １ 建築基準法施行令第 123条第 1
項各号又は同条第 3項各号に規定
する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第 123条第 2
項各号に規定する構造の屋外階段 

4 階
以 上
の階 

避難用 １ 建築基準法施行令第 123条第 1
項各号又は同条第 3項各号に規定
する構造の屋内階段 

２ 建築基準法第2条第7号に規定す
る耐火構造の屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第 123条第 2

項各号に規定する構造の屋外階段  
 

 

  

ハ ロに掲げる施設及び設備が非難上有効な位置に
設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に
至る歩行距離が30ｍ以下となるように設けられて

いること。 
二 保育所型事業所内保育事業所の調理室(スプリ
ンクラーや自動消火装置が設けられ、調理室外部

への延焼防止措置がとられている場合を除く。)以
外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室
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の部分が建築基準法第 2条第 7号に規定する耐火
構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第 112

条第 1項に規定する特定防火設備で区画されてい
ること。この場合において、換気、暖房又は冷房
設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分

又は近接する部分に防火上有効なダンパーが設け
られていること。 

ホ 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室

内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているこ
と。 

ヘ 保育室等その他乳児が出入りし、又は通行する

場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設け
られていること。 

ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ

火災を通報する設備が設けられていること。 
  チ 保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、

建具等で可燃性のものについて防炎処理が施され

ていること。 

  
 

 職員 
【第44条】 

１ 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及
び調理員をおかなければならない。ただし、調理業務の

全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は搬入
施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所
は、調理員を置かないことができる。 

２ 保育士の数は、次に掲げる区分に応じ、各区分の合計
数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一
につき2人を下回ることはできない。 

① 乳児 おおむね3人につき1人 
② 満1歳以上満3歳未満の幼児 おおむね6人につき1
人 

③ 満3歳以上満4歳未満の児童 おおむね20人につき
1人 

④ 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 
３ 保育士の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保
育事業所に勤務する保健師又は看護師を1人に限り保育
士とみなすことができる。 

 
 

 
 
従 

 
 
 

 
 
 

従 

国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
 連携施設に関す

る特例 

【第45条】 

保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施
設の確保に当たって、児童福祉法第6条第1号及び第2号

に係る連携協力を求めることを要しない。 
従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

事業所内保

育事業 

準用 

【第46条】 

 第24条から第26条までの規定は、保育所型事業所内保

育事業について準用する。 
－ 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 職員 
【第47条】 

１ 小規模型事業所内保育事業（定員 19名以下）を行う
事業所には、保育従事者（保育士その他保育に従事する

職員として区市町村長が行う研修（区市町村長が指定す
る都道府県知事その他の機関が行う研修を含む）を修了
した者）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。

ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保
育事業又は搬入施設から食事を搬入する小規模型事業
所内保育事業所は、調理員を置かないことができる。 

２ 保育従事者の数は、次に掲げる区分に応じ、各区分の
合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保
育士とする。 

① 乳児 おおむね3人につき1人 
② 満1歳以上満3歳未満の幼児 おおむね6人につき1
人 

③ 満3歳以上満4歳未満の児童 おおむね20人につき
1人 

④ 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 
３ 保育士の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保
育事業所に勤務する保健師又は看護師を1人に限り保育
士とみなすことができる。 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 準用 
【第48条】 

 第 24条から第 26条まで及び第 28条の規定は、小規模
型事業所内保育事業について準用する。 

－ 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 
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Ⅶ 附則 

条項 項目 国の基準 ※ 足立区の基準  
附則 食事の提供の経

過措置 
【第2条】 

 この省令の施行日の前日において現に存する児童福祉
法第 39条第 1項に規定する業務を目的とする施設又は事
業を行う者が、施行日後に家庭的保育事業等の認可を得た

場合においては、この省令の施行の日から起算して5年を
経過する日までの間は、食事、調理設備、調理員の規定は、
適用しないことができる。 

従 国の基準のとおり 

各事業ともに、食事の提供
方法については、検討すべ
き課題があるため、国の基
準のとおり、５年間の経過
措置を設けることを考え
ています。 

 連携施設に関す
る経過措置 

【第3条】 

 特定地域型保育事業は、連携施設の確保が著しく困難で
あって、子ども・子育て支援法第 59条第 4号に規定する

事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことが
できると区市町村が認める場合は、この省令の施行の日か
ら起算して5年を経過する日までの間、連携施設を確保し

ないことができる。 

従 国の基準のとおり 

各事業ともに、連携施設に
ついては、検討すべき課題
があるため、国の基準のと
おり、５年間の経過措置を
考えています。 

 小規模保育事業
Ｂ型に関する経

過措置 
【第4条】 

 家庭的保育者（第 23条第 2項）又は家庭的保育補助者
（第23条第3項）は、この省令の施行の日から起算して5

年を経過する日までの間、小規模保育事業所Ｂ型及び小規
模型事業所内保育事業に従事する保育従事者とみなす。 

従 
国の基準のとおり 

 

国の基準にならい、経過措
置を置くことを考えてい
ます。 

 利用定員に関す
る経過措置 
【第5条】 

 小規模保育事業Ｃ型にあっては、この省令の施行の日か
ら起算して 5年を経過する日までの間、その利用定員を 6
人以上15人以下とすることができる。 

従 国の基準のとおり 
国の基準にならい、経過措
置を置くことを考えてい
ます。 
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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

 

Ⅰ 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

※ 従：従うべき基準 参：参酌すべき基準 

足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
利用定員に
関する基準 

利用定員 
【第4条】 

１ 認定こども園及び保育所は、利用定員の数を 20人
以上とする。(幼稚園は最低利用定員数の設定なし) 
２ 次に掲げる施設の区分に応じ、1号から3号までの
認定の区分ごとに利用定員を定める。ただし、3号認
定の区分は、満1歳に満たない子どもと満1歳以上の
子どもに区分して定める。 
(１) 認定こども園  １号認定から３号認定まで 

        の子どもの区分 
(２) 幼 稚 園  １号認定の子どもの区分 
(３) 保 育 所  ２号認定及び３号認定の子 

どもの区分 
※認定の区分 

 ・１号認定：保育を必要としない満３歳以上の小学校就 

学前子ども 

 ・２号認定：保育を必要とする満３歳以上の小学校就学 

前子ども 

 ・３号認定：保育を必要とする満３歳未満の小学校就学 

前子ども 

従 

 
 
 

国の基準のとおり 
 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 
 
現行の区立認定こども園
及び保育所の認可定員は、
20人以上です。 
なお、認定こども園の利用
定員は、現行どおり、3号
を設定しないことも可能
です。 

運営に関す
る基準 

内容及び手続
きの説明及び
同意 
【第5条】 

特定教育・保育の提供開始にあたっては、保護者に対
し、運営規程の概要、職員の勤務体制等の重要事項を記
した文書を交付して説明を行い、特定教育・保育の提供
の開始について保護者の同意を得なければならない。 

従 
国の基準のとおり 

 

事業者に基準の内容を周
知していきます。 

  【説明の方法】 
  保護者からの申し出があった場合は、文書の交付に
代えて、メール等による電子ファイルの交付によるこ
とも可 

参 国の基準のとおり 同上 

別紙資料５ 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
運営に関す
る基準 

利用申込みに対

する正当な理由
のない提供拒否
の禁止等 

【第6条】 

利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、

これを拒んではならない。 
【定員を上回る申込みがあった場合】 
① １号認定を受けた子ども(幼稚園又は認定こども園)
の場合は、「抽選」、「先着順」、「設置者の教育・保育
に関する理念・基本方針に基づく選考」など、公正
な方法により選考しなければならない。 

② ２号・３号認定を受けた子ども(保育所又は認定こど
も園)の場合は、保育の必要の程度及び家族等の状況
を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる

子どもが優先的に利用できるよう、選考する(区が利
用調整を行う) 
※①、②のいずれの場合も、選考方法をあらかじめ

保護者に明示した上で選考を行わなければならな
い。 

従 
国の基準のとおり 
 

現行は保育所・区立認定こ
ども園(長時間保育)が利用
調整の対象であり、新制度
移行後も同様です（２号・
３号）。 
幼稚園は新制度移行後も、
これまで通り、園に直接申
込を行い、定員を超えて申
込があった場合は、園で選
考することになります（１
号）。 

  自ら適切な特定教育・保育を提供することが困難な場合

は、他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事
業を紹介するなどの措置を速やかに講じなければならな
い。 

参 国の基準のとおり 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 あっせん、調整
及び要請に対す

る協力 
【第7条】 

特定教育・保育施設は、区が行う利用調整及び要請に対
し、できる限り協力しなければならない。 

従 国の基準のとおり 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 受給資格等の確

認 
【第8条】 

特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求めら

れたときは、保護者が提示する支給認定証により、支給認
定の有無等の確認を行う。 

参 国の基準のとおり 

【新規】支給認定証には、
保育の必要性の認定内容
（事由、保育必要量、優先
利用等）が示されます。 

 支給認定の申請
に係る援助 

【第9条】 

１ 支給認定を受けていない保護者から利用申込みがあ
った場合は、速やかに支給認定の申請がなされるよう必

要な援助を行わなければならない。 
２ 特定教育・保育施設は、支給認定の変更申請が遅くと
も保護者が受けている認定の有効期間満了日の３０日

前には行われるよう必要な援助を行わなければならな
い。 

参 国の基準のとおり 

【新規】事業者に左記の基
準の内容を周知していき
ます。 
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運営に関す
る基準 

心身の状況等の
把握 

【第10条】 

特定教育・保育の提供にあたっては、支給認定子どもの
心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなけれ

ばならない。 参 国の基準のとおり 

国の基準と照らし合わせ、
区として異なる内容を規
定する事情・特性もないこ
とから、国の基準のとおり
とします。 

 小学校等との連
携 
【第11条】 

特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に
際して、小学校における教育又は他の特定教育・保育施設
等で継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資す

るよう、小学校等との密接な連携に努めなければならな
い。 参 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

現行の幼稚園教育要領や
保育所保育指針でも、小学
校との連携について定め
られているところです。 

 教育・保育の提
供の記録 
【第12条】 

特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必
要な事項を記録しなければならない。 

参 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

現行の幼稚園教育要領解
説や保育所保育指針でも、
保育の記録について定め
られているところです。 

 利用者負担額等

の受領 
【第13条】 

特定教育・保育を提供した際は、保護者から当該特定教

育・保育に係る利用者負担額の支払いを受けるものとす
る。それ以外に、実費徴収（日用品、文房具等の特定教育・
保育に必要な物品の購入に要する費用、食事の提供に要す

る費用など）・実費徴収以外の上乗せ徴収をすることがで
きるが、その際は、あらかじめ徴収する額や徴収理由を書
面によって明示しなければならない。 

従 
国の基準のとおり 
 

【変更】利用者負担は、保
育所と同様に、新制度に移
行する幼稚園等も、応能負
担（所得に応じた負担）と
なります。利用者負担額
は、足立区子育て支援サー
ビス利用者負担適正化審議
会に諮問した上で決定して
いきます。 

 施設型給付費等
の額に係る通知
等 

【第14条】 

１ 特定教育・保育施設は、法定代理受領により施設型給
付費又は特例施設型給付費の支給を受けたときは、保護
者に対してその額を通知しなければならない。 

２ 法定代理受領を行わない特定教育・保育、特別利用保
育又は特別利用教育に係る費用の支払いを受けた場合 

参 
国の基準のとおり 

 

【新規】事業者に左記の基
準の内容を周知していき
ます。 
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  は、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額等
を記載した特定教育・保育提供証明書を保護者に対して

交付しなければならない。 

   

 特定教育・保育
の取扱方針 

【第15条】 

幼稚園は幼稚園教育要領、保育所は保育所保育指針、認
定こども園は幼稚園教育要領及び保育所保育指針、幼保連

携型認定こども園は幼保連携型認定こども園教育・保育要
領に基づき、子どもの心身の状況等に応じて、適切に特定
教育・保育を提供しなければならない。 

従 
国の基準のとおり 
 

新たに策定された幼保連
携型認定こども園教育・保
育要領、従来からの幼稚園
教育要領と保育所保育指
針に基づき、適切な教育・
保育を提供していきます。 

 特定教育・保育
に関する評価等 

【第16条】 

特定教育・保育施設は、自ら教育・保育の質の評価を行
うとともに、保護者その他関係者による評価又は外部の者

による評価を定期的に受けて、それらの結果を公表し、常
に改善を図るよう努めなければならない。 

参 
国の基準のとおり 

 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 相談及び援助 
【第17条】 

特定教育・保育施設は、常に支給認定子どもの心身の状
況等の的確な把握に努め、その子ども又は保護者に対し、
適切に相談・助言等を行わなければならない。 

参 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

運営に関す
る基準 

緊急時等の対応 
【第18条】 

特定教育・保育施設の職員は、子どもに体調の急変等が
生じたときは、速やかに保護者又は医療機関への連絡を行

うなど必要な措置を講じなければならない。 参 

 
国の基準のとおり 

 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 
 

 支給認定保護者
に関する区への

通知 
【第19条】 

特定教育・保育施設は、保護者が偽りその他不正行為に
よって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたと

きは、遅滞なく、意見を付して区に通知しなければならな
い。 

参 国の基準のとおり 

【新規】国の基準と異なる
内容を規定する事情・特性
もないことから、国の基準
のとおりとします。 

 運営規程 

【第20条】 

教育・保育施設は、運営規程(施設の運営についての重

要事項に関する規程)を定めなければならない。 
【規程内容】 
① 施設の目的及び運営の方針 
② 提供する教育・保育の内容 
③ 職員の職種、員数及び職務の内容 
④ 特定教育・保育の提供を行う日及び時間、提供を行
わない日 

⑤ 利用者負担その他費用の種類、支払いを求める理由
及びその額 

⑥ 利用定員 

参 国の基準のとおり 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 
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運営に関す
る基準 

 ⑦ 施設の利用開始・終了に関する事項及び利用に当た
っての留意事項(利用定員を超える申込みがあった

場合の選考方法を含む。) 
⑧ 緊急時における対応方法 
⑨ 非常災害対策 
⑩ 虐待の防止のための措置に関する事項 
⑪ その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項 

  

 

 勤務体制の確保 

【第21条】 

１ 特定教育・保育施設は、適切に特定教育・保育を提供

することができるよう、職員の勤務体制を定めておかな
ければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職

員によって、特定教育・保育を提供しなければならない。
ただし、特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない
業務については、この限りでない。 

３ 特定教育・保育施設は、職員の資質向上のため、研修
の機会を確保しなければならない。 

 

参 国の基準のとおり 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 
現行の幼稚園教育要領と
保育所保育指針でも、研修
について定められている
ところです。 

 定員の遵守 
【第22条】 

利用定員を超えて、教育・保育の提供を行ってはならな
い。ただし、年度中における需要増大への対応、要保護児

童や保育を必要とする乳児・幼児に対する措置への対応、
災害・虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この
限りでない。 

参 国の基準のとおり 

【新規】利用定員を超える
受入れが、条文上は年度中
における需要の増大への
対応等事由が限定され、年
度当初からの定員を超え
た受入が想定されていま
せん｡この点は今後示され
る予定の国方針に従い､区
の考えを整理していきま
す。 

 掲示 

【第23条】 

施設の見やすい場所に運営規程の概要、職員の勤務体制

など利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認
められる重要事項を掲示しなければならない。 

参 国の基準のとおり 
事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 支給認定子ども
を平等に取り扱
う原則 

【第24条】 

支給認定子どもの国籍、信条、社会的身分等によって、
差別的取扱いをしてはならない。 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
運営に関す

る基準 

虐待等の禁止 

【第25条】 

施設の職員は、支給認定子どもに対し、心身に有害な影

響を与える行為をしてはならない。 
従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 懲戒に係る権限
の濫用禁止 
【第26条】 

幼保連携型認定こども園及び保育所の長は、支給認定子
どもに対し児童福祉法第 47条第 3項の規定(※)により懲
戒に関しその支給認定子どもの福祉のために必要な措置

をとるときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権
限を濫用してはならない。 
※ 児童福祉施設の長、その住居において保護者のない児童又

は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童

の養育を行う者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親

権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、

教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置を

とることができる。 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 秘密保持等 
【第27条】 

１ 施設の職員は正当な理由なく業務上知り得た秘密を
漏らしてはならない。 
２ 職員であったものが、正当な理由なく、業務上知り得

た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなけ
ればならない。 
３ 関係機関(小学校等)に対して、支給認定子どもに関す

る情報を提供する際は、あらかじめ文書により保護者の
同意を得ておかなければならない。 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 情報の提供等 

【第28条】 

１ 教育・保育施設は、保護者が適切に施設を選択するこ

とができるよう、提供する特定教育・保育内容の情報提
供に努めなければならない。 
２ 施設について広告をする場合は、虚偽又は誇大なもの

としてはならない。 

参 国の基準のとおり 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 利益供与等の禁

止 
【第29条】 

１ 特定教育・保育施設は、利用者支援事業等、教育・保

育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員に
対し、子ども又はその家族に対して当該特定教育・保育
施設を紹介することの代償とて金品その他の財産上の

利益を供与してはならない。 
２ 特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、地域型 

参 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 



7 

      
運営に関す
る基準 

 保育を行う者等から、子ども又はその家族を紹介するこ
との代償として金品その他の財産上の利益を収受しては

ならない。 

  
 

 苦情解決 
【第30条】 

１ 特定教育・保育施設は、保護者等からの苦情に迅速か
つ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置する等の必

要な措置を講じなければならない。 
２ 保護者等から苦情を受けた場合は、当該苦情の内容等
を記録しなければならない。 

３ 保護者等からの苦情に関して区が実施する事業に協
力するよう努めなければならない。 
４ 区が教育・保育給付に関して行う報告若しくは帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は区職員か
らの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳
簿書類その他の物件の検査に応じ、及び保護者等からの

苦情に関して区が行う調査に協力するとともに、区から
指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善
を行わなければならない。また、区からの求めがあった

ときは、当該改善の内容を区に報告しなければならない。 

参 国の基準のとおり 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 地域との連携等 

【第31条】 

特定教育・保育施設は、地域との交流に努めなければなら

ない。 
参 国の基準のとおり 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 事故発生の防止
及び発生時の対

応 
【第32条】 

１ 特定教育・保育施設は、事故発生(再発)を防止するた
め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

① 事故発生防止のための指針の整備 
② 職員へ改善策を周知するための体制の整備 
③ 事故発生防止のための委員会、研修の定期的な開催 

２ 事故が発生した場合は、速やかに区及び保護者に連絡
するとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 事故が発生した場合は、事故の状況及び事故に際して

採った措置について記録しなければならない。 
４ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか
に行わなければならない。 

従 
国の基準のとおり 

 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 会計の区分 
【第33条】 

教育・保育の事業会計とその他事業の会計とを区分しなけ
ればならない。 参 国の基準のとおり 

【新規】事業者に左記の基
準の内容を周知していき
ます。 

 記録の整備 
【第34条】 

１ 教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記
録を整備しておかなければならない。 

参 国の基準のとおり 
事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 
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  ２ 支給認定子どもに関する次に掲げる記録を整備し、5
年間保存しなければならない。 

① 第15条第1項に規定する取扱方針に基づく保育提供
にあたっての計画 

② 第12条に規定する教育・保育の提供記録 
③ 第19条に基づく区への通知に係る記録 
④ 第30条第2項に規定する苦情内容等の記録 
⑤ 第32条第3項に規定する事故の状況等の記録 

  

 

特例施設型
給付費に関
する基準 

特別利用保育の
基準 
【第35条】 

保育所が1号認定子どもに対し、特別利用保育を提供す
る場合には、次に定めるところによらなければならない。 
① 都道府県、指定都市等が条例で定める児童福祉施設
の設備及び運営についての基準を遵守すること。 

② 当該利用に係る 1号認定子どもの数及び利用中の 2
号認定子どもの総数が、当該保育所の 2号認定子ど

もに係る利用定員の数を超えないものとする。 
③ 特定教育・保育には特別利用保育を含むものとして、
本基準の規定を必要な読替えを行ったうえで適用す

る。 

従 
国の基準のとおり 

 

【新規】事業者に左記の基
準の内容を周知していき
ます。 

 特別利用教育の
基準 

【第36条】 

幼稚園が2号認定子どもに対し、特別利用教育を提供す
る場合には、次に定めるところによらなければならない。 

① 学校の設備、編成その他に関する設置基準(幼稚園に
係るものに限る。)を遵守すること。 

② 当該利用に係る 2号認定子どもの数及び利用中の 1
号認定子どもの総数が、当該幼稚園の 1号認定子ど
もに係る利用定員の数を超えないものとする。 

③ 特定教育・保育には特別利用教育を含むものとして、
本基準の規定を必要な読替えを行ったうえで適用す
る。 

従 
国の基準のとおり 

 

【新規】事業者に左記の基
準の内容を周知していき
ます。 
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Ⅱ 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
利用定員に
関する基準 

利用定員 
【第37条】 

１ 家庭的保育事業は、利用定員の数を1人以上5人以下
とし、3号認定の区分を定める。 
２ 小規模保育事業Ａ型・Ｂ型は、利用定員の数を6人以

上19人以下とし、小規模保育事業Ｃ型は、利用定員の数
を 6人以上 10人以下(当該基準の施行日から起算して 5
年を経過する日までは、6人以上15人以下)とし、3号認

定の区分を定める。 
３ 居宅訪問型保育事業は、利用定員の数を 1人とし、3
号認定の区分を定める。 

４ 事業所内保育事業は、その雇用する労働者の小学校就
学前子どもと、その他の小学校前子どもごとに、3号認
定の区分を定める。 

５ 3号認定の区分は、満 1歳に満たない子どもと満1歳
以上の子どもに区分する。 
 

※小規模保育事業Ａ型、Ｂ型及びＣ型 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(厚生労

働省令)の規定による類型で、保育所分園に近い類型(Ａ

型)、家庭的教育(グループ型小規模保育)に近い類型(Ｃ

型)、その中間的な類型(Ｂ型)に区分されている。 

 

従 
国の基準のとおり 

 
 

現行施設は、本条で定めら
れた定員に従って新制度
へ移行する必要があり、今
後はどの区分に移行する
のかを定員以外の職員配
置や施設基準なども踏ま
えながら、検討していきま
す。（例えば、認証保育所
の小規模保育室Ｂ型への
移行など） 

 

運営に関す
る基準 

内容及び手続
きの説明及び
同意 
【第38条】  

特定地域型保育の提供開始にあたっては、保護者に対
し、運営規程の概要、職員の勤務体制等の重要事項を記
した文書を交付して説明を行い、特定教育・保育の提供
の開始について保護者の同意を得なければならない。 

従 国の基準のとおり 

事業者に基準の内容を周
知していきます。 

  【説明の方法】 
  保護者からの申し出があった場合は、文書の交付に
代えて、メール等による電子ファイルの交付によるこ
とも可 

参 国の基準のとおり 

同上 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
運営に関す
る基準 

正当な理由のな
い提供拒否の禁

止 
【第39条】 

１ 利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなけれ
ば、これを拒んではならない。 

２ 定員を上回る申込みがあった場合は、保育を受ける必
要性が高いと認められる支給認定子どもを優先的に選
考する。なお、当該選考は、あらかじめ選考方法を保護

者に明示したうえで行わなければならない。 

従 
国の基準のとおり 
 

【変更】現行は保育所・区
立認定こども園(長時間保
育)が利用調整の対象であ
る。これに加え、新制度で
は家庭的保育・小規模保育
事業等も区に申込み､利用
調整の対象となる｡ 

  ３ 提供体制の確保が困難であるなど自ら事業の提供が

困難である場合は、連携施設その他適切な事業等を紹介
するなど速やかな措置を講じなければならない。 

参 
国の基準のとおり 

 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 あっせん、調整
及び要請に対す
る協力 

【第40条】 

特定地域型保育事業者は、区が行う利用調整及び要請に
対し、できる限り協力しなければならない。 

従 
国の基準のとおり 

 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 心身の状況等の
把握 

【第41条】 

特定地域型保育の提供にあたっては、支給認定子どもの
心身の状況等の把握に努めなければならない。 

参 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 特定教育・保育
施設等との連携 
【第42条】 

１ 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業者を除
く。)は、「保育内容に関する支援」、「代替保育の提供」、
「卒園後の受け皿」について連携協力を行う特定教育・

保育施設を適切に確保しなければならない。 
２ 居宅訪問型保育事業者は、障がい、疾病等により集団
保育が著しく困難な乳幼児を保育する場合は、あらかじ

め、連携する障がい児入所支援施設を適切に確保しなけ
ればならない。 

３ 利用定員が20人以上の事業所内保育事業者は、「保育

内容に関する支援」、「代替保育の提供」について、特定
教育・保育施設に連携協力を求めることを要しない。 

従 
国の基準のとおり 
 

【新規】地域型保育におけ
る連携施設の確保は、「卒
園後の受け皿」など今後検
討すべき点があることか
ら、国基準にならい、経過
措置を置き、５年間の移行
準備期間を設けることを
考えています。 

  ４ 特定地域型保育事業者は、保育提供の終了に際して、

連携施設又は他の特定教育・保育施設での教育・保育へ
円滑に移行されるよう、密接な連携に努めなければなら
ない。 

参 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
運営に関す
る基準 

利用者負担額等
の受領 

【第43条】 

特定地域型保育事業者は、保護者から当該保育事業等に
係る利用者負担額を受領するものとする。それ以外に、実

費徴収（日用品、文房具等の特定地域型保育に必要な物品
の購入に要する費用、食事の提供に要する費用など）・実
費徴収以外の上乗せ徴収をすることができるが、その際

は、あらかじめ額や徴収理由を明示しなければならない。 

従 
国の基準のとおり 
 

【変更】利用者負担は、新
制度に移行する家庭的保
育・小規模保育等も応能負
担に変更となります。利用
者負担額は、足立区子育て
支援サービス利用者負担適
正化審議会に諮問した上で
決定していきます。 

 特定地域型保育
の取扱方針 
【第44条】 

特定地域型保育事業者は、保育所における保育の内容に
ついて厚生労働大臣が定める指針(保育所保育指針)に準
じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子ど

もの心身の状況等に応じて、適切に保育を提供しなければ
ならない。 

従 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

 特定地域型保育
に関する評価等 
【第45条】 

特定地域型保育事業者は、自らその提供する保育の質の
評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受け
て、それらの結果を公表し、常に改善を図るよう努めなけ

ればならない。 

参 
国の基準のとおり 

 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 運営規程 
【第46条】 

特定地域型保育事業者は、運営規程(事業の運営につい
ての重要事項)を定めなければならない。 

【規程内容】 
① 事業の目的及び運営の方針 
② 提供する特定地域地域型保育の内容 
③ 職員の職種、員数及び職務の内容 
④ 特定地域型保育の提供を行う日及び時間、提供を行
わない日 

⑤ 利用者負担その他費用の種類、支払いを求める理由
及びその額 

⑥ 利用定員 
⑦ 施設の利用開始・終了に関する事項及び利用に当た
っての留意事項(利用にあたっての選考方法を含
む。) 

⑧ 緊急時等における対応方法 
⑨ 非常災害対策 
⑩ 虐待の防止のための措置に関する事項 
⑪ その他運営に関する重要事項 

参 
国の基準のとおり 

 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
運営に関す
る基準 

勤務体制の確保
等 

【第47条】 

１ 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対し、適
切な特定地域型保育を提供できるよう、特定地域型保育

事業所ごとに職員の勤務体制を定めておかなければなら
ない。 
２ 特定地域型保育事業者は、事業所ごとに、当該事業所

の職員によって特定地域型保育を提供しなければならな
い。ただし、特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさ
ない業務については、この限りでない。 

３ 特定地域型保育事業者は、職員の資質向上のため、研
修の機会を確保しなければならない。 

参 
国の基準のとおり 

 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 定員の遵守 

【第48条】 

利用定員を超えて、特定地域型保育の提供を行ってはな

らない。ただし、年度中における需要増大への対応、保育
を必要とする乳児・幼児に対する措置への対応、災害・虐
待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでな

い。 

参 
国の基準のとおり 

 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 記録の整備 

【第49条】 

１ 特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。 
２ 支給認定子どもに関する次に掲げる記録を整備し、5
年間保存しなければならない。 

① 第44条に基づく特定地域型保育の提供にあたっての
計画 

② 第 12条(第 50条により準用)に規定する特定地域型
保育の提供記録 

③ 第 19条(第 50条により準用)に基づく区への通知に
係る記録 

④ 第 30条第2項(第50条により準用)に規定する苦情
内容等の記録 

⑤ 第 32条第3項(第50条により準用)に規定する事故
の状況等の記録 

参 
国の基準のとおり 

 

事業者に左記の基準の内
容を周知していきます。 

 準用 
【第50条】 

第8条、第9条、第11条、第12条、第14条、第17条か
ら第 19条まで、第 23条から第 33条までの規定は、特定

地域型保育事業に準用する。 
― 国の基準のとおり 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
特例地域型
保育給付費

に関する基
準 
 

特別利用地域型
保育の基準 

【第51条】 

特定地域型保育事業者が1号認定の子どもに対し特別利
用地域型保育（※）を提供する場合には、次に定めるとこ

ろによらなければならない。 
① 区が条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営
についての基準を遵守すること。 

② 当該保育に係る 1号認定子どもの数及び利用中の 3
号認定子ども(対象となる 2号認定子どもを含む)の
総数が、当該事業所について定められた利用定員の

数を超えないものとする。 
③  特定地域型保育には特別利用地域型保育を含むも
のとして、本基準の規定を必要な読替えを行ったう

えで適用する。 

（※）特別利用地域型保育：１号認定子どもに対して提供さ

れる地域型保育 

従 
国の基準のとおり 

 

【新規】事業者に左記の基
準の内容を周知していき
ます。 

特例地域型
保育給付費
に関する基

準 
 

特定利用地域型
保育の基準 
【第52条】 

特定地域型保育事業者が2号認定の子どもに対し特定利
用地域型保育（※）を提供する場合には、次に定めるとこ
ろによらなければならない。 

① 区が条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営
についての基準を遵守すること。 

② 当該保育に係る 2号認定子どもの数及び利用中の 3

号認定子ども(対象となる 1号認定子どもを含む)の
総数が、当該事業所について定められた利用定員の
数を超えないものとする。 

③  特定地域型保育には特別利用地域型保育を含むも
のとして、本基準の規定を必要な読替えを行ったう
えで適用する。 

（※）特定利用地域型保：2号認定子どもに対して提供さ

れる地域型保育 

従 国の基準のとおり 

【新規】事業者に左記の基
準の内容を周知していき
ます。 
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Ⅲ 附則 

足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 
特定保育所

に関する特
例 
 

特定保育所に関

する特例 
【第2条】 

 特定保育所（※）が特定教育・保育を提供する場合にあ

っては、当分の間、第 13条（利用者負担額等の受領）及
び第 19条（支給認定保護者に関する市町村への通知）に
おける施設型給付費に関する規定を、子ども・子育て支援

法附則第6条に規定する委託費に関する規定に読み替えて
適用し、特定教育・保育の質の向上を図るうえで特に必要
であると認められる対価を支給認定保護者から受ける際、

市町村の同意を得ることを要件とし、第6条（利用申込み
に対する正当な理由のない提供拒否の禁止等）及び第7条
（あっせん、調整及び要請に対する協力）の規定は適用し

ない。 
（※）特定保育所：特定教育・保育施設のうち、都道府県及

び市町村以外の者が設置する保育所（私立保育所のこと） 

従 
国の基準のとおり 

 

国の基準と異なる内容を
規定する事情・特性もない
ことから、国の基準のとお
りとします。 

施設型給付
費等に関す
る経過措置 

施設型給付費等
に関する経過措
置 

【第3条】 

１ 特定教育・保育施設が1号認定の子どもに該当する支
給認定子どもに対して特定教育・保育又は特別利用保育
を提供する場合においては、当分の間、第 13条（利用

者負担額等の受領）の規定を、子ども・子育て支援法附
則第9条における経過措置の規定に基づき、必要な読替
えを行ったうえで適用する。 

２ 特定地域型保育事業者が1号認定の子どもに該当する
支給認定子どもに対して特定利用地域型保育を提供す
る場合においては、当分の間、第 13条（利用者負担額

等の受領）の規定を、子ども・子育て支援法附則第9条
における経過措置の規定に基づき、必要な読替えを行っ
たうえで適用する。 

従 
国の基準のとおり 

 

【新規】事業者に左記の基
準の内容を周知していき
ます。 

利用定員に
関する経過

措置 

利用定員に関す
る経過措置 

【第4条】 

 小規模保育事業Ｃ型にあっては、この府令の施行の日か
ら起算して 5年を経過する日までの間、利用定員を「6人

以上15人以下」とする。 

従 国の基準のとおり 
国の基準にならい、経過措
置を設けることを考えて
います。 

連携施設に
関する経過

措置 

連携施設に関す
る経過措置 

【第5条】 

 特定地域型保育事業者は、連携施設の確保が著しく困難
であって、子ども・子育て支援法第 59条第 4号に規定す

る事業（※）による支援その他の必要な適切な支援を行う
ことができると区市町村が認める場合は、第 42条第 1項
本文の規定（特定教育・保育施設等との連携））にかかわ 

従 
国の基準のとおり 

 

【新規】地域型保育におけ
る連携施設の確保は、「卒
園後のけ皿」など今後検討
すべき点があることから、
国基準にならい経過措置 
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  らず、この府令の施行の日から起算して5年を経過する日
までの間、連携施設を確保しないことができる。 

 
※ 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関

する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教

育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業 

  

を置き、５年間の移行準備
期間を設けることを考え
ています。 

 

※ 公的給付制度(施設型給付・地域型給付)の創設に伴い、正当な理由なく給付に係る調査等を拒むなど不誠実な対応を行う施設や事業者に対
し、区が条例により過料を課すことができるとされている。 
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放課後児童健全育成事業（学童保育室運営事業）の設備及び運営に関する基準について 

 

Ⅰ 本則 

※ 従：従うべき基準 参：参酌すべき基準 

足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 

第１条 趣旨（従うべき

基準、それ以外

の基準を規定） 

１ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以

下「法」という。）第３４条の８の２第２項の

厚生労働省令で定める基準（以下「設備運営基

準」という。）は、次の各号に掲げる基準に応

じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準

とする。 

① 法第３４条の８の２第１項の規定により、

放課後児童健全育成事業（法第６条の３第２

項に規定する放課後児童健全育成事業をい

う。以下同じ。）に従事する者及びその員数

について市町村（特別区を含む。以下同じ。）

が条例を定めるに当たって従うべき基準第

１０条（第４項を除く。）及び附則第２条の

規定による基準 

② 法第３４条の８の２第１項の規定により、

放課後児童健全育成事業に従事する者及び

その員数以外の事項について市町村が条例

を定めるに当たって参酌すべき基準この省

令に定める基準のうち、前号に定める規定に

よる基準以外のものとする。 

― 

国の基準のとおり 基準の趣旨、取り扱いについ

ての規定のため、同様としま

す。 

 

具体的な基準については、５

条、７条、９条、１３条で規

定します。 

      

別紙資料６ 
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  ２ 設備運営基準は、市町村長（特別区の区長を

含む。以下同じ。）の監督に属する放課後児童

健全育成事業を利用している児童（以下「利用

者」という。）が、明るくて、衛生的な環境に

おいて、素養があり、かつ、適切な訓練を受け

た職員の支援により、心身ともに健やかに育成

されることを保障するものとする。 

３ 厚生労働大臣は、設備運営基準を常に向上さ

せるように努めるものとする。 

 

  

第２条 最低基準の目的 法第３４条の８の２第１項の規定により市町

村が条例で定める基準（以下「最低基準」という。）

は、利用者が、明るくて、衛生的な環境において、

素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支

援により、心身ともに健やかに育成されることを

保障するものとする。 

― 

国の基準のとおり 基準の目的についての規定の

ため、同様とします。 

 

具体的な基準については、５

条、７条、１３条で規定しま

す。 

第３条 最低基準の向上 １ 市町村長は、その管理に属する法第８条第４

項に規定する市町村児童福祉審議会を設置し

ている場合にあってはその意見を、その他の場

合にあっては児童の保護者その他児童福祉に

係る当事者の意見を聴き、その監督に属する放

課後児童健全育成事業を行う者（以下「放課後

児童健全育成事業者」という。）に対し、最低

基準を超えて、その設備及び運営を向上させる

ように勧告することができる。 

２ 市町村長は、最低基準を常に向上させるよう

に努めるものとする。 

― 

国の基準のとおり 基準の取り扱いについての規

定のため、同様とします。 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 

第４条 最低基準と放課

後児童健全育成

事業者 

１ 放課後児童健全育成事業者は、最低基準を超

えて、常に、その設備及び運営を向上させなけ

ればならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営を

している放課後児童健全育成事業者において

は、最低基準を理由として、その設備又は運営

を低下させてはならない。 

― 

国の基準のとおり 基準の取り扱いについての規定

のため、同様とします。 

第５条 放課後健全育成

事業の一般原則 

１ 放課後児童健全育成事業における支援は、小

学校に就学している児童であって、その保護者

が労働等により昼間家庭にいないものにつき、

家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた

主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児

童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的

な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の

健全な育成を図ることを目的として行われな

ければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権

に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊

重して、その運営を行わなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との

交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社

会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行

う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適

切に説明するよう努めなければならない。 

 

参 

国の基準のとおり 

 

低学年を優先に選考します。特

別支援児、その他家庭に事情の

ある児童にも配慮していきま

す。 
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  ４ 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内

容について、自ら評価を行い、その結果を公表

するよう努めなければならない。 

５ 放課後児童健全育成事業を行う場所（以下

「放課後児童健全育成事業所」という。）の構

造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び

利用者に対する危害防止に十分な考慮を払っ

て設けられなければならない。 

 

  

第６条 

 

 

 

 

 

 

放課後児童健全

育成事業者と非

常災害対策 

１ 放課後児童健全育成事業者は、軽便消火器等

の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設

備を設けるとともに、非常災害に対する具体的

計画を立て、これに対する不断の注意と訓練を

するように努めなければならない。 

２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓

練は、定期的にこれを行わなければならない。 

参 

国基準に加筆 

 

放課後児童健全育成事業

者は、軽便消火器等の消

火用具、非常口その他非

常災害に必要な設備を設

けるとともに、非常災害

に対する防災マニュアル

等を備え、これに対する

不断の注意と訓練をする

ように努めなければなら

ない。 

２ 前項の訓練のうち、避

難及び消火に対する訓練

は、少なくとも年２回以

上実施するものとし、定

期的にこれを行わなけれ

ばならない。 

雇児発第0530第1号 

平成26年5月30日 

「放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準につい

て」による技術的助言に従いま

す（区の現状どおり）。 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 

第７条 放課後児童健全

育成事業者の職

員の一般的要件 

放課後児童健全育成事業において利用者の支

援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな

人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のあ

る者であって、できる限り児童福祉事業の理論及

び実際について訓練を受けた者でなければなら

ない。 

参 

国の基準のとおり 

 

現状どおり 

 

従来は放課後児童クラブガイド

ラインで規定されていました。 

第８条 放課後児童健全

育成事業者の職

員の知識及び技

能の向上等 

１ 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自

己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために

必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努

めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、

その資質の向上のための研修の機会を確保し

なければならない。 

参 

国の基準のとおり 現状どおり 

 

従来は放課後児童クラブガイド

ラインで規定されていました。 

第９条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の基準 １ 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生

活の場としての機能並びに静養するための機

能を備えた区画（以下この条において「専用区

画」という。）を設けるほか、支援の提供に必

要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 専用区画の面積は、児童一人につきおおむね

１.６５平方メートル以上でなければならな

い。 

３ 専用区画並びに第１項に規定する設備及び

備品等（次項において「専用区画等」という。）

は、放課後児童健全育成事業を開所している時

間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事 

参 

国基準に加筆 

 

放課後児童健全育成事業

所には、遊び及び生活の

場としての機能並びに静

養するための機能を備え

た区画（以下この条にお

いて「専用区画」という。）

を設けるほか、支援の提

供に必要な設備及び備品

等を備えなければならな

い。ただし、静養するた

めの区画 

区の現状は、静養するための区

画を備えた学童保育室はわずか

であり、新たに設けることが困

難な状況です。今後、カーテン

等で仕切るなどの対応を検討し

ていきます。 
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  業の用に供するものでなければならない。ただ

し、利用者の支援に支障がない場合は、この限

りでない。 

４ 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたも

のでなければならない。 
 

については、児童の安全、

健康、衛生面に配慮しつ

つ、各事業所の実情に応

じた対応とすることがで

きる。 

※国の専門委員会意見の

とおり 

 

第１０条 職員 １ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健

全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置か

なければならない。 

２ 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに

２人以上とする。ただし、その一人を除き、補

助員（放課後児童支援員が行う支援について放

課後児童支援員を補助する者をいう。第５項に

おいて同じ。）をもってこれに代えることがで

きる。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事が行う研修

を修了したものでなければならない。 

① 保育士の資格を有する者 

② 社会福祉士の資格を有する者 

③ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の

規定による高等学校（旧中等学校令（昭和１

８年勅令第３６号）による中等学校を含む。）

若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第

９０条第２項の規定により大学への入学を

認められた者若しくは通常の課程による１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従 

 

 

 

 

 

 

 

 

国基準に加筆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 区の現状は、定員40名の場

合、2名以上の職員を配置して

います。また、特別支援児が

いる場合は、加配をしていま

す。 

 

３ 現在従事している職員につ

いては、都実施予定の研修を

受ければ、条件を満たすこと

ができます。 
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２年の学校教育を修了した者（通常の課程以

外の課程によりこれに相当する学校教育を

修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこ

れと同等以上の資格を有すると認定した者

（第９号において「高等学校卒業者等」とい

う。）であって、２年以上児童福祉事業に従

事したもの 

④ 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、

中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭と

なる資格を有する者 

⑤ 学校教育法の規定による大学（旧大学令

（大正７年勅令第３８８号）による大学を含

む。）において、社会福祉学、心理学、教育

学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修す

る学科又はこれらに相当する課程を修めて

卒業した者 

⑥ 学校教育法の規定による大学において、社

会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学

若しくは体育学を専修する学科又はこれら

に相当する課程において優秀な成績で単位

を修得したことにより、同法第１０２条第２

項の規定により大学院への入学が認められ

た者 

⑦ 学校教育法の規定による大学院において、

社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術

学若しくは体育学を専攻する研究科又はこ

れらに相当する課程を修めて卒業した者 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従 
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⑧ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、

教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専

修する学科又はこれらに相当する課程を修

めて卒業した者 

⑨ 高等学校卒業者等であり、かつ、２年以上

放課後児童健全育成事業に類似する事業に

従事した者であって、市町村長が適当と認め

たもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４ 第２項の支援の単位は、放課後児童健全育成

事業における支援であって、その提供が同時に

一又は複数の利用者に対して一体的に行われ

るものをいい、一の支援の単位を構成する児童

の数は、おおむね４０人以下とする。 

参 

４ 第２項の支援の単位

は、放課後児童健全育

成事業における支援で

あって、その提供が同

時に一又は複数の利用

者に対して一体的に行

われるものをいい、一

の支援の単位を構成す

る児童の数は、おおむ

ね４０人以下とする。

なお、おおむね４０人

を超える場合は、集団

を分けるなど児童の安

全に配慮した対応を行

うものとする。 

※国の専門委員会意見の

とおり 

４ 区の現状は、１室あたりの

定員の最大は50名です。 

従来の放課後児童クラブガイ

ドラインでは、１室最大70人

まで可とされていました。 
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  ５ 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位

ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなけ

ればならない。ただし、利用者が２０人未満の

放課後児童健全育成事業所であって、放課後児

童支援員のうち一人を除いた者又は補助者が

同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事している場合その他の利用者の支援に支

障がない場合は、この限りでない。 

従 

 

  

第１１条 利用者を平等に

取り扱う原則 

放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、

信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをし

てはならない。 
参 

国の基準のとおり 現状どおり 

 

従来は放課後児童クラブガイド

ラインで規定されていました。 

第１２条 

 

 

 

虐待等の禁止 放課後児童健全育成事業の職員は、利用者に対

し、法第３３条の１０各号に掲げる行為その他当

該利用者の心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない。 

参 

国の基準のとおり 現状どおり 

 

従来は放課後児童クラブガイド

ラインで規定されていました。 

第１３条 衛生管理等 １ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用

する設備、食器等又は飲用に供する水について

は、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措

置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健

全育成事業所において感染症又は食中毒が発

生し、又はまん延しないように必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬

品その他の医療品を備えるとともに、それらの

管理を適正に行わなければならない。 

参 

国の基準のとおり 現状どおり 

 

従来は放課後児童クラブガイド

ラインで規定されていました。 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 

第１４条 運営規程 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全

育成事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する運営規程を定めて

おかなければならない。 

① 事業の目的及び運営の方針 

② 職員の職種、員数及び職務の内容 

③ 開所している日及び時間 

④ 支援の内容及び当該支援の提供につき利

用者の保護者が支払うべき額 

⑤ 利用定員 

⑥ 通常の事業の実施地域 

⑦ 事業の利用に当たっての留意事項 

⑧ 緊急時等における対応方法 

⑨ 非常災害対策 

⑩ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑪ その他事業の運営に関する重要事項 

参 

国の基準のとおり 一般事業者も対象の基本的な共

通事項のため、国基準のとおり

とします。 

 

第１５条 

 

 

放課後児童健全

育成事業者が備

える帳簿 

放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収

支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿

を整備しておかなければならない。 
参 

国の基準のとおり 一般事業者も対象の基本的な共

通事項のため、国基準のとおり

とします。 

 

第１６条 秘密保持等 １ 放課後児童健全育成事業の職員は、正当な理

由がなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員であった

者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな

いよう、必要な措置を講じなければならない。 

参 

国の基準のとおり 

 

現状どおり 

 

従来は放課後児童クラブガイド

ラインで規定されていました。 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 

第１７条 苦情への対応 １ 放課後児童健全育成事業者は、その行った支

援に関する利用者又はその保護者等からの苦

情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受

け付けるための窓口を設置する等の必要な措

置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、その行った支

援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を

行わなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法

（昭和２６年法律第４５号）第８３条に規定す

る運営適正化委員会が行う同法第８５条第１

項の規定による調査にできる限り協力しなけ

ればならない。 

参 

国の基準のとおり 現状どおり 

 

従来は放課後児童クラブガイド

ラインで規定されていました。 

第１８条 開所時間及び日

数 

１ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健

全育成事業所を開所する時間について、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める時間以上を原則とし、その地方における児

童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の

時刻その他の状況等を考慮して、当該事業所ご

とに定める。 

① 小学校の授業の休業日に行う放課後児童

健全育成事業 １日につき８時間 

② 小学校の授業の休業日以外の日に行う放

課後児童健全育成事業 １日につき３時間 

参 

国の基準のとおり １ 区の現状は、朝８時半から

夕方６時までの延長保育を実

施しています。また、２５室

で朝８時から夜７時までの特

別延長保育を実施していま

す。 
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  ２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童

健全育成事業所を開所する日数について、１年に

つき２５０日以上を原則として、その地方におけ

る児童の保護者の就労日数、小学校の授業の休業

日その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに

定める。 

 

 ２ 区の現状は、日曜日及び国

民の祝日、１２月２９日から

翌年１月３日までを除いた日

は開室しています。 

 

一般事業者も対象の基準のた

め、国基準のとおりとします。 

 

第１９条 保護者との連絡 放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保

護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び

行動を説明するとともに、支援の内容等につき、

その保護者の理解及び協力を得るよう努めなけ

ればならない。 

参 

国の基準のとおり 現状どおり 

 

従来は放課後児童クラブガイド

ラインで規定されていました。 

第２０条 関係機関との連

携 

放課後児童健全育成事業者は、市町村、児童福

祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密

接に連携して利用者の支援に当たらなければな

らない。 

参 

国基準に加筆 

 

放課後児童健全育成事業

者は、市町村、児童福祉

施設、利用者の通学する

小学校、放課後子ども教

室等関係機関と密接に連

携して利用者の支援に当

たらなければならない。 

多くの児童が放課後子ども教室

に参加しているため、区の現状

に合わせ加筆します。 
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足立区の基準 
条項 項目 国の基準 ※ 

基準案 考え方 

第２１条 事故発生時の

対応 

１ 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対す

る支援の提供により事故が発生した場合は、速

やかに、市町村、当該利用者の保護者等に連絡

を行うとともに、必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対す

る支援の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。 

参 

国の基準のとおり 現状どおり 

 

従来は放課後児童クラブガイド

ラインで規定されていました。 

  

 

Ⅱ 附則 

 

第１条 施行期日 

 

この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２４

年法律第６７号）の施行の日から施行する。 

 

国の基準のとおり 国が定めた省令の取り扱いに従

います。 

第２条 職員の経過措

置 

この省令の施行の日から平成３２年３月３１

日までの間、第１０条第３項の規定の適用につい

ては、同項中「修了したもの」とあるのは、「修

了したもの（平成３２年３月３１日までに修了す

ることを予定している者を含む。）」とする。 

 

国の基準のとおり 国が定めた省令の取り扱いに従

います。 
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平成26年6月20日 

足立区教育委員会子ども家庭部子ども家庭課 

 

平成２６年度第１回足立区地域保健福祉推進協議会「子ども支援専門部会」（5月27日開催） 

主なご意見・ご質問 に対する 対応方針・回答 について 

 

１ ３号０歳児の「量の見込み」について 

 

【ご意見】 

０歳児について、現状（25年度）の保育需要率が17.7％であるのに対し、27年度は35.2％と見込

まれている。実績との乖離が著しいのではないか。 

 

 

【対応方針】 

 既に 5月 27日開催の子ども支援専門部会配付資料 別紙資料１の 11ページでお示しした補正（以

下「補正Ａ」とします）を実施しているところですが、再度検討した結果、依然としてニーズが過大

に出ていると判断し、追加の補正を検討しています。 

今月になり、内閣府より「０歳児の量の見込みが多く出ているため、国において育児休業の取得状

況の実態等を踏まえ、よりニーズの実態に近い量の見込みを算出する方法を検討し、示す予定であ

る。」との通知を受けました。 

区において、０歳児の量の見込みについて、国から今後示される方法を踏まえ、育児休業後の確保

方策と合わせ、追加の補正を行うかどうかを検討していきます。 

 

 

↓【参考】国の考えは現時点で示されていませんが、区で検討している追加の補正方法は下記のとおりで

す。 

＜考え方＞ 

 見込まれているニーズのうち、「本来は１歳以降も育児休業取得が希望だが、“保育園に入るため”

に育児休業取得期間を短くし０歳で復帰している世帯」の分については、今後１歳以降に係る施設・

事業の整備が進むことにより、１歳以降のニーズであると考えられるため、０歳の量の見込みから控

除します。なお、この考え方は国の手引きにおいても補正方法の例として示されております。 

＜追加の補正方法＞ 

① ニーズ調査（問34-3）より、育児休業取得期間の“希望”が「１歳以上」で、かつ“実際”が「１

歳未満」であった世帯の平均割合  ⇒ 26.2％ 

② 平成２４年度東京都福祉保健基礎調査結果（※）より、「母親の育児休業の取得期間の現実と理

想にギャップがある理由」が「希望の時期に保育所に入所できないから」という割合（一番下の

子どもの年齢１歳未満）      ⇒ 48.0％ 

※足立区のニーズ調査票ではこの割合を算出できる質問を設定していなかったため、当該調査結

果より引用します。 

別紙資料７ 
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③ 上記①②の割合を用い、控除すべき割合を算出します。 

  ⇒ ①×②＝12.6％ 

  ⇒ 50.6％（「補正Ａ」実施前の３号０歳児保育需要率）×12.6％ 

＝ 6.3％（控除すべき割合） 

 

 ＜イメージ図＞ 

「補正Ａ」実施前の量の見込み

保育需要率　50.6％

「補正Ａ」による
控除分

15.4％

育休からの復帰時期が０歳である世帯
育休からの復帰
時期が１歳以降
である世帯

育休からの復帰時期が０歳である世帯

「補正Ａ」実施後の
量の見込み

35.2％

今回の追加補正による控除分
「本来は１歳以降までの育休取得が希望だが、
保育園に入るために育休取得期間を短くし０歳

で復帰している世帯」

6.3％

今回の追加補正後の
量の見込み

28.9％
 

 

＜追加の補正後の「量の見込み」（７ブロックの合計）＞ 

 1,564人（保育需要率28.9％） 

※７ブロックごとの５年間の「量の見込み」は7ページを参照願います 

今回の追加補正による控除分 

｢本来は１歳以降も育休取得が希望だが、 
保育園に入るために育休取得期間を短くし、 
０歳で復帰している世帯｣ 

6.3％ 



 3 

２ 幼稚園の在園児を対象とした一時預かりの「量の見込み」について 

 

【ご意見】 

24年度の実績が 179,344人日／年であるのに対し、27年度の量の見込みは 367,758人日／年であ

り、乖離が著しいのではないか。 

 

 

【対応方針】 

  １号認定園児分については 5月 27日開催の子ども支援専門部会配付資料 別紙資料１の 13ページ

でお示しした「手引き内容を一部変更」による補正を行っていますが、２号認定園児分については補

正を行っていませんでした。ご意見を受け、２号認定園児分についてもニーズが過大に出ていると判

断し、下記の補正を行います。 

 

＜考え方および補正方法＞ 

  ２号認定園児分の量の見込みについては、国の手引き上、利用意向率を「100％」で算出すること

とされています。しかし、フルタイム×フルタイム世帯でも一時預かりを希望しない方がいるため、

ニーズ調査（問15）から求められる“フルタイム×フルタイム世帯で私立幼稚園を希望している世帯

のうち、幼稚園の預かり保育を希望している世帯”の割合である「76.2％」を利用意向率として量の

見込みを算出します。 

 

＜補正後の「量の見込み」＞ 

 289,750人日／年       ※５年間の「量の見込み」は7ページを参照願います 

 

 

※ 利用意向率を「100％」とするということは、幼稚園を希望する２号の世帯全員（100％）が幼稚

園の預かり保育を利用するとして量の見込みを算出することを意味します。さらに国の手引きによ

る算出では、幼稚園を希望する２号の世帯の「就労日数」をそのまま「利用希望日数」としていま

す。 

 

ニーズ調査とは別に実施した「幼稚園園児保護者の就労状況等に関するアンケート」（実施時期：

平成25年9月）の調査結果では、“フルタイム×フルタイム世帯でほぼ毎日預かり保育を利用して

いる世帯”の割合は「52.9％」（52.9％で量の見込みを算定した場合、213,382人日/年）でした。

この結果からも、利用意向率を「100％」とした上で「就労日数＝利用希望日数」とする国の手引

きによる算出では、過大な見込みになると考えられます。 
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３ １・２号（３～５歳）の「量の見込み」と推計人口との差について 

 

【ご質問】 

１・２号（３～５歳）の「量の見込み」と推計人口について、1,000人程度の差がある（推計人口

の方が多い）。また、３～５歳の教育・保育利用者の実員（25年度）についても 1,000人程度の差が

ある（人口の方が多い）。この差は何か。 

 

 

【回答・対応方針】 

 ●25年度については実績であり、差分の年齢別内訳については下表のとおりです。 

  

３歳 ４歳 ５歳
人口 （ア） 5,691
実員 （イ） 5,169
差 （ア－イ） 522
需要率 （イ÷ア） 90.8%

11,175
10,683
492
95.6%  

 ・実員 … “足立区在住の教育・保育利用者（待機児童及び区外施設の利用者も含む）”になりま

す。ただし、区が利用状況を把握できていない施設の利用者は含まれていません。 

 ・差  … 障がい児通所施設や区が利用状況を把握できていない施設（ベビーホテル、事業所内保

育施設等）の利用者、在宅子育てなどが考えられます。 

 

 ●27年度以降の「量の見込み」については、国の手引きでは教育・保育のニーズとして算出されて

いない人数が多いことに鑑み、下記の補正（上方修正）を行います。 

 

＜考え方および補正方法＞ ※5月27日開催の子ども支援専門部会配付資料の家庭類型については、

別紙資料１の8ページを参照願います 
 

  国の手引きでは、「Ｃ´(ﾌﾙ×ﾊﾟｰﾄ)・Ｄ(ﾌﾙ×専業主婦(夫))・Ｅ´(ﾊﾟｰﾄ×ﾊﾟｰﾄ)・Ｆ(無業×無業)」

世帯（以下「短時間就労等世帯」とします）で「教育（私立幼稚園等）」を希望している世帯を「１

号」のニーズとして算出していますが、短時間就労等世帯で「保育（認可保育園等）」を希望してい

る世帯についてはどのニーズにも含めない（就労を理由としては保育の必要性の認定を受けられない

世帯であるため「２号」のニーズには含めない）ことになっています。 

しかしながら、短時間就労等世帯で「保育（認可保育園等）」を希望している世帯についても、実

際には１号認定を受け「教育（私立幼稚園等）」を利用することも考えられるため、「１号」のニーズ

に含めることとします。 

 

  Ｃ´(ﾌﾙ×ﾊﾟｰﾄ)・Ｄ(ﾌﾙ×専業主婦(夫))・Ｅ´(ﾊﾟｰﾄ×ﾊﾟｰﾄ)・Ｆ(無業×無業)世帯で 

  「保育（認可保育園等）」を希望している世帯 

  ⇒ 589人 

 

 

 

 

←教育・保育利用者（３～５歳） 
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 ＜補正後の１号（３～５歳）の「量の見込み」＞ 

 8,433人           ※５年間の「量の見込み」は7ページを参照願います 

 

３歳 ４歳 ５歳
推計人口 （ア）
見込み （イ）
差 （ア－イ）
需要率 （イ÷ア）

16,564
16,115
449
97.3%  

 

 

（参考）平成２１年度全国家庭児童調査結果より（厚生労働省実施） *基準日：12月1日現在 

 

 

 

 

 

 

←１・２号（３～５歳） 

※上記調査結果における年齢区分は「満年齢」であるため、量の見込みにおける『歳児』とは、

異なります。例えば、上記調査結果の「３歳」は、量の見込みの『２歳児と３歳児』にあたり

ます。 

 ⇒上記調査結果における｢自宅・知り合いの家など｣の４歳の割合は３．８％、５歳の割合は 

１．９％であり、補正後の量の見込みにおける３～５歳児（教育・保育を除く）の平均 

２．７％（100％ - 需要率97.3％）とほぼ同割合になります。 
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４ 教育（１号）の区域設定について 

 

【ご意見】 

  ２号（３～５歳）の保育ニーズはブロックごとに異なっており、裏を返せば１号（３～５歳）の教

育ニーズもブロックごとに異なっているということになる。教育（１号）の区域設定は足立区全域を

「１区域」とするとのことであるが、幼稚園の一時預かりを含め、整備するかどうかの判断ができる

のか。 

 

【回答】 

  教育（１号）については、園バスの送迎により通園圏が広域となっている現状があり、複数の区域

を設定したとしても、現実の通園圏の再編は困難であるため、区全域で１区域としたところです。 

  たしかにブロックごとのニーズは異なっていますが、上記の現状のように園バスによる広域利用が

ある以上、区全域で整備するかどうかの判断をしていけばよいと考えています。 

  また、幼稚園の一時預かりについては、在園児を対象としているため、教育（１号）と同じ区域設

定とする必要があると考えています。一時預かりのニーズ量は、ニーズ調査結果から把握できていま

すので、このニーズ量の確保に向けて、区全域で整備するかどうかの判断をしていくことになります。 

なお、各私立幼稚園の利用定員については、園からの申請により、区が基準に照らし合わせて確認

し、定めていきます。 

 
 
 

５ 共働き家庭の幼稚園利用について 

 

【ご質問】 

  共働き家庭が幼稚園を利用する場合、新制度ではどうなるのか。 

 

【回答】 

  幼稚園を利用する世帯は、以下（Ａ）と（Ｂ）の２つのパターンに分けられます。 

「（Ａ）幼稚園のみを希望し、１号認定を受け、幼稚園に入園する世帯」 

「（Ｂ）幼稚園と保育園を併願し、２号認定を受け、幼稚園に入園する世帯」 
   

（Ａ）は、就労状況によらないため、専業主婦世帯であっても、夫婦ともにフルタイム勤務であっ

ても、幼稚園のみを希望する世帯の全てが該当します。この場合は、１号の利用者負担及び施設型給

付となり、教育標準時間の前後の預かりニーズについては、「幼稚園型」の一時預かり事業を利用す

ることになります。 

（Ｂ）は、幼稚園入園後、保育園への転園を希望しない場合は、１号認定に変更することが考えら

れます。この場合は、（Ａ）と同様に１号の利用者負担及び施設型給付、一時預かり事業になります。 

一方で、幼稚園入園後も、２号認定のままで引き続き保育園への入園を希望する場合は、利用者負

担及び施設型給付、一時預かり事業について１号と同じ取扱となるか、１号と異なる取扱となるかは、

現時点で国から示されていない状況です。 


